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一
の
１
，
３
及
び
５
に
つ
い
て

第
一
項
に
お
い
て
や
皇
族
及
び
皇
族
で
あ
っ
た
者
と
し
て
の
品
位
保
持
の
資
に
充
て
る
た
め
に
支
出
す
る
も
の
と
さ
れ
て
お

定
の
目
的
の
た
め
に
金
銭
等
を
支
出
す
る
こ
と
と
さ
れ
る
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
目
的
が
達
成
さ
れ
な
い
こ
と
が
あ
ら
か
じ

分
を
離
れ
る
際
に
支
出
す
る
皇
族
費
（
以
下
二
時
金
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
、
当
該
皇
族
が
一
時
金
を
品
位
保
持
の
資

り
、
政
府
の
皇
室
制
度
の
円
滑
な
運
用
に
対
す
る
責
任
の
一
環
と
し
て
、
公
益
的
観
点
か
ら
支
出
す
る
も
の
で
あ
る
．

と
考
え
ら
れ
る
。

め
明
ら
か
で
あ
る
よ
う
な
と
き
に
ま
で
、
そ
の
支
出
義
務
を
負
う
と
解
す
る
の
は
困
難
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
皇
族
が
そ
の
身

に
充
て
る
意
思
を
持
っ
て
い
な
い
こ
と
が
客
観
的
に
明
ら
か
な
例
外
的
な
場
合
ま
で
支
出
義
務
を
負
う
も
の
で
は
な
い
も
の

官
長
説

長
次

皇
族
費
（
皇
室
経
済
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
四
号
）
第
三
条
の
皇
族
費
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
は
、
同
法
第
六
条

ま
た
、
宮
内
庁
は
、
宮
内
庁
法
（
昭
和
一
一
十
二
年
法
律
第
七
十
号
）
第
二
条
第
七
号
に
基
づ
き
「
皇
族
に
関
す
る
こ
と
」

し
た
が
っ
て
、
政
府
は
、
基
本
的
に
は
皇
族
費
を
支
出
す
る
義
務
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
も
の
の
、
一
般
に
、
政
府
が
一

書 参
議
院
議
員
浜
田
聡
君
提
出
皇
室
経
済
法
第
六
条
に
規
定
さ
れ
て
い
る
一
時
金
不
支
給
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁

一

で

〈

畑

参
事
官

加
藤
事
務
官

3． 1 1． 15



◆

一
の
２
に
つ
い
て

一
の
４
及
び
６
に
つ
い
て

判
断
は
、
そ
の
長
で
あ
る
宮
内
庁
長
官
に
よ
り
行
わ
れ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
、
皇
室
経
済
会
議
が
一
時
金
の
支
出
義
務
の
存

意
思
の
表
明
を
踏
ま
え
て
一
時
金
の
支
出
義
務
に
つ
い
て
判
断
す
る
こ
と
は
、
憲
法
第
四
条
第
一
項
に
抵
触
す
る
も
の
で
は

内
閣
の
助
言
と
承
認
を
必
要
と
す
る
も
の
で
は
な
く
、
ま
た
、
当
該
一
時
金
の
受
領
と
い
う
、
個
別
的
な
事
柄
に
つ
い
て
の

を
意
図
す
る
と
い
っ
た
政
治
的
見
解
を
持
つ
、
又
は
政
治
的
な
影
響
を
持
つ
よ
う
な
発
言
と
は
み
ら
れ
な
い
。

当
該
皇
族
自
身
の
個
人
と
し
て
の
行
為
又
は
対
応
に
関
す
る
考
え
を
述
べ
る
も
の
に
過
ぎ
ず
、
現
行
制
度
そ
の
も
の
の
改
変

な 否
の
判
断
に
つ
い
て
役
割
を
果
た
す
こ
と
は
制
度
上
想
定
さ
れ
て
い
な
い
と
解
さ
れ
る
。

を
所
掌
し
て
お
り
、
一
時
金
の
支
出
に
つ
い
て
も
所
掌
し
て
い
る
と
解
さ
れ
る
こ
と
か
ら
、
一
時
金
の
支
出
義
務
の
存
否
の

皇
族
の
身
分
を
離
れ
る
者
が
一
時
金
の
受
領
に
関
し
何
ら
か
の
意
思
を
表
明
す
る
こ
と
は
、
国
事
行
為
で
は
な
い
た
め
、

今
般
の
眞
子
内
親
王
殿
下
（
当
時
）
に
対
し
て
一
時
金
を
支
出
し
な
い
と
す
る
判
断
は
、
国
会
の
定
め
た
法
律
に
従
っ
て

し
た
が
っ
て
、
皇
族
の
身
分
を
離
れ
る
者
が
一
時
金
を
受
け
取
ら
な
い
と
い
う
意
思
を
表
明
す
る
こ
と
や
、
政
府
が
そ
の

い
◎

8

で

〈



4

●

三
の
２
に
つ
い
て

三
の
１
に
つ
い
て

二
の
２
か
ら
４
ま
で
に
つ
い
て

二
の
１
に
つ
い
て

い
こ
と
か
ら
、
政
府
と
し
て
見
解
を
申
し
上
げ
る
立
場
に
は
な
い
。

控
え
る
。

理
由
と
し
て
こ
れ
を
否
定
す
る
明
文
の
規
定
は
な
い
と
承
知
し
て
い
る
。

を
否
定
す
る
明
文
の
規
定
及
び
最
高
裁
判
所
の
判
例
は
な
い
と
承
知
し
て
い
る
。

適
切
に
行
わ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
別
途
国
会
へ
の
報
告
が
必
要
と
は
考
え
て
い
な
い
。

お
尋
ね
に
つ
い
て
は
、
個
人
の
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
に
関
わ
る
事
柄
で
あ
り
、
政
府
と
し
て
見
解
を
申
し
上
げ
る
こ
と
は
差
し

お
尋
ね
の
「
誤
っ
た
情
報
が
事
実
で
あ
る
か
の
よ
う
な
印
象
を
与
え
か
ね
な
い
質
問
」

皇
族
が
一
般
に
自
ら
民
事
訴
訟
及
び
行
政
訴
訟
を
提
起
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
否
か
に
つ
い
て
は
、
皇
族
で
あ
る
こ
と
を

我
が
国
の
民
事
裁
判
権
は
、
我
が
国
内
に
い
る
全
て
の
人
に
及
ぶ
の
が
原
則
で
あ
り
、
皇
族
に
民
事
裁
判
権
が
及
ぶ
こ
と

で

〈

は
、

政
府
に
対
す
る
も
の
で
は
な
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0

四
に
つ
い
て

三
の
３
に
つ
い
て

‐
ど
る
宮
内
庁
が
侍
側
奉
仕
（
宮
内
庁
組
織
令
（
昭
和
二
十
七
年
政
令
第
三
百
七
十
七
号
）
第
三
条
第
三
項
の
侍
側
奉
仕
を
い

答
え
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。
な
お
、
皇
族
の
身
分
を
離
れ
た
者
は
、
政
府
に
お
い
て
皇
室
関
係
の
国
家
事
務
を
つ
か
さ

》
つ
。

り
、
お
二
人
の
御
健
康
と
末
永
い
お
幸
せ
を
お
祈
り
い
た
し
ま
す
」
と
述
べ
て
い
る
と
お
り
で
あ
る
。

お
尋
ね
に
つ
い
て
は
、
令
和
三
年
十
月
二
十
八
日
の
記
者
会
見
に
お
い
て
、
宮
内
庁
長
官
が
「
こ
の
度
の
御
結
婚
に
当
た

お
尋
ね
に
つ
い
て
は
、
「
治
療
を
支
援
す
る
等
の
考
え
」
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
が
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
た
め
、
お

）
を
す
る
対
象
で
は
な
い
。

で

〔

／
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』

質
問
第
六
号

右
の
質
問
主
意
書
を
国
会
法
第
七
十
四
条
に
よ
っ
て
提
出
す
る
。

皇
室
経
済
法
第
六
条
に
規
定
さ
れ
て
い
る
一
時
金
不
支
給
に
関
す
る
質
問
主
意
書

令
和
三
年
十
一
月
十
日

参
・
議
院
議
長
山
東
昭
子
殿

で

浜
田
聡

②
Ｔ
蚤

邑
『
一



も

ｇ
３
－
－

Ｆ
／
／

一

こ
一

四
②

皇
及
び
皇
族
に
関
す
る
国
民
的
議
論
に
資
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
、
以
下
質
問
す
る
。

日

ぴ
申
し
上
げ
る
。
御
結
婚
に
際
し
執
ら
れ
た
憲
政
史
上
初
の
手
続
の
論
拠
を
政
府
答
弁
書
と
し
て
遣
し
、
後
世
に
生
じ
得
る
天

一
皇
族
費
（
皇
室
経
済
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
四
号
。
以
下
「
法
」
と
い
兎
）
第
三
条
の
皇
族
費
を
い
う
。
以
下
同

皇
族
が
皇
室
典
範
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
そ
の
身
分
を
離
れ
る
際
に
一
時
金
額
に
よ
り
支
出
す
る
皇
族
費
を
い
う
。
以
下
１

じ
．
）
及
び
一
時
金
（
法
第
六
条
第
一
項
に
規
定
す
る
、
皇
族
で
あ
っ
た
者
と
し
て
の
品
位
保
持
の
資
に
充
て
る
た
め
に
、

同
じ
。
）
に
つ
い
て

＄

眞
子
内
親
王
殿
下
で
あ
ら
れ
た
小
室
眞
子
さ
ん
（
以
下
「
眞
子
さ
ん
」
と
い
う
。
）
と
小
室
圭
氏
の
御
結
婚
を
心
よ
り
お
慶

１
通
常
、
補
助
金
の
支
給
は
、
補
助
金
等
に
係
る
予
算
の
執
行
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
年
法
律
第
百
七
十

〃

●
九
号
）
に
よ
る
補
助
金
の
支
給
が
行
政
処
分
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
除
い
て
、
贈
与
契
約
（
あ
る
い
は
、
負
担
付
贈
与
契

約
）
と
さ
れ
る
と
こ
ろ
、
皇
族
費
を
支
給
す
る
行
為
は
、
贈
与
契
約
か
。
そ
れ
と
も
、
憲
法
第
四
条
第
一
項
に
か
ん
が

み
、
皇
族
の
御
意
思
と
は
無
関
係
に
支
給
す
べ
き
こ
と
か
ら
、
政
府
の
一
方
的
意
思
表
示
の
み
に
よ
っ
て
効
力
を
発
揮
す

る
、
行
政
処
分
か
。

皇
室
経
済
法
第
六
条
に
規
定
さ
れ
て
い
る
一
時
金
不
支
給
に
関
す
る
質
問
主
意
書

ぐ

り

（



両

妙

〃

３
政
府
侭
一
時
金
を
支
給
し
な
い
こ
と
が
で
き
る
か
。
で
き
る
場
合
は
、
法
令
に
よ
る
明
文
規
定
を
示
さ
れ
た
い
。
ま

４
皇
室
経
済
と
国
会
に
関
し
て
は
、
昭
和
二
十
一
年
十
一
頁
十
一
百
の
衆
議
院
本
会
議
に
お
い
て
「
皇
室
の
財
産
に
関
係
２

２
皇
族
は
、
一
時
金
を
辞
退
な
さ
る
こ
と
は
で
き
る
の
か
。
ま
た
、
辞
退
な
さ
っ
た
場
合
、
そ
の
辞
退
は
内
閣
の
助
言
と
．

５
一
時
金
を
支
給
し
な
い
こ
と
に
対
す
る
責
任
は
、
内
閣
が
負
う
の
か
。
そ
れ
と
も
、
皇
室
経
済
会
議
が
負
う
の
か
。

■

あ
り
ま
す
る
が
、
報
告
を
必
要
と
し
ま
す
る
事
項
は
、
政
府
よ
り
国
会
に
対
し
て
こ
れ
を
報
告
い
た
す
こ
と
に
し
た
い
と

考
え
て
お
り
ま
す
。
」
と
答
弁
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
、
政
府
陸
一
時
金
を
支
給
し
な
い
場
合
、
そ
の
旨
を
国
会
に
報
告

法
第
四
条
第
一
項
に
抵
触
し
な
い
か
。
政
府
の
見
解
如
何
。

す
る
必
要
性
を
ど
う
考
え
て
い
る
の
か
。
政
府
の
見
解
如
何
。

思
う
の
で
あ
り
ま
し
て
、
事
の
大
小
様
々
あ
り
ま
す
る
た
め
に
、
原
則
的
に
は
こ
れ
を
否
定
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
で

た
、
で
き
る
場
合
、
皇
室
経
済
会
議
（
法
第
八
条
の
皇
室
経
済
会
議
を
い
う
。
以
下
同
じ
．
）
の
開
催
及
び
議
決
を
要
す

承
認
を
必
要
と
す
る
か
。
ま
た
、
辞
退
す
る
御
意
思
を
示
し
た
と
し
て
、
そ
の
御
意
思
を
政
府
が
尊
重
す
る
こ
と
は
、
憲

○

る
の
か
。

い
た
し
ま
す
る
重
要
な
問
題
に
つ
き
ま
し
て
は
、
国
会
に
何
ら
か
の
連
係
を
と
る
こ
と
は
、
も
と
よ
り
必
要
な
る
こ
と
と

で

（



8

0

'､要③
一
一

二
皇
族
の
訴
権
に
つ
い
て

含
腫
１
平
成
元
年
十
一
月
一
’
一
月一，一

．
る
場
合
は
、
内
閣
総
理
大
臣
が
代
わ
っ
て
行
う
の
か
。
政
府
の
見
解
如
何
。

３
前
記
二
の
２
に
関
し
、
内
閣
総
理
大
臣
が
代
わ
っ
て
行
う
場
合
で
あ
っ
て
も
、
法
定
さ
れ
た
皇
族
費
の
不
支
給
決
定
を

２
刑
法
簔
言
三
十
二
条
は
「
告
訴
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
者
が
天
皇
、
皇
后
、
太
皇
太
后
、
皇
太
后
又
は
皇
嗣
で
あ
る

と
き
は
内
閣
総
理
大
臣
が
：
．
代
わ
っ
て
告
訴
を
行
う
。
」
と
あ
る
が
、
皇
族
が
民
事
訴
訟
及
び
行
政
訴
訟
を
提
起
す

６
上
皇
陛
下
が
ご
退
位
な
さ
る
際
は
、
憲
法
第
一
条
に
か
ん
が
み
、

と
こ
ろ
、
皇
族
に
は
民
事
裁
判
権
が
及
ぶ
の
か
。

ず
、
国
民
の
総
意
の
代
表
た
る
国
会
は
無
視
さ
れ
た
ま
ま
で
あ
っ
た
．
こ
の
国
会
軽
視
に
つ
い
て
、
憲
法
第
一
条
の
観
点

か
ら
、
政
府
の
見
解
如
何
。

も

今
般
の
眞
子
さ
ん
に
対
す
る
一
時
金
を
不
支
給
と
す
る
決
定
に
関
し
て
は
、
国
会
が
意
見
を
言
う
機
会
が
何
ら
与
え
ら
れ

す
べ
く
、
広
く
議
論
を
行
っ
た
う
え
で
、
各
党
・
各
会
派
の
共
通
認
識
と
し
て

の
対
応
」
に
関
す
る
衆
参
正
副
議
長
に
よ
る
議
論
の
と
り
ま
と
め
」
を
内
閣
に
送
付
し
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、

十
日
最
高
裁
第
二
小
法
廷
判
決
に
よ
る
と
、
天
皇
に
は
民
事
裁
判
権
が
及
ば
な
い
と
さ
れ
て
い
る

〈

国
民
の
総
意
の
代
表
た
る
国
会
が
そ
の
役
目
を
全
う

●

識
と
し
て
「
「
天
皇
の
退
位
等
に
つ
い
て
の
立
法
府

（

『

3



む心

輪

三
令
和
三
年
十
月
一
千
六
日
に
行
わ
れ
た
眞
子
さ
ん
と
小
室
圭
氏
の
御
結
婚
に
関
す
る
記
者
会
見
に
つ
い
て
４

１
「
誤
っ
た
情
報
が
事
実
で
あ
る
か
の
よ
う
な
印
象
を
与
え
か
ね
な
い
質
問
」
が
さ
れ
た
こ
と
に
対
し
、
政
府
の
見
解
如

四
眞
子
さ
ん
と
小
室
圭
氏
の
御
結
婚
に
対
し
、
政
府
の
見
解
如
何
。

４
前
起
一
の
３
に
お
い
て
内
閣
以
外
に
誰
も
な
い
場
合
時
の
政
府
は
、
法
改
正
に
よ
る
こ
と
な
く
、
皇
族
費
を
ま
っ
た

２
眞
子
さ
ん
が
複
雑
性
心
的
外
傷
後
ス
ト
レ
ス
障
害
を
患
っ
た
こ
と
に
対
し
、
政
府
の
見
解
如
何
。

３
政
府
と
し
て
、
眞
子
さ
ん
の
複
雑
性
心
的
外
傷
後
ス
ト
レ
ス
障
害
の
治
療
を
支
援
す
る
等
の
考
え
は
あ
る
の
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（－の4について）

第91回帝国議会衆議院本会認第9号昭和21年12月12日

○森三樹二君
a Q □

第二鮎といたしまして、この皇室經濟法を通観いたしますと、國有財産に歸鰯

した残りの皇室の私有財産に關しましては、皇室經濟會議の識を經ることにな

っておるのでありますが、皇室經濟會議の識を經ましたことは國會に報告する

ことに規定せられておる面もございます｡すなわち本法の第一條末項には､國會
に報告することを規定し、また第四條の末項にも、國會に報告することを規定し

てあるのであります。これは國會が國民の代表機關であるという當然の規定で

あると私は思うのでありますが、しかしながらこの草案の内容を検討いたしま

すと、未だもって國曾に報告すべき鮎が多々あるように私は考えるのでありま

す。たとえて申せば､本法案の第一條の第二項には、皇室財産から國有財産にな

ったその中から、さらに皇室の用に供する所の公用財産を決定し、またこれを廃

止し､鍵更することにつきまして､皇室經濟會議の議決を經ることになっておる

のでありますが、これらにつきましては､私は一層國會に報告する所の必要があ

るということを痛感してやまないものであります。第一條の四項の規定に對し

ましては､國會に報告することを規定しておるのでありますが､それならばなお

さら第一條第二項の公用財産の決定に對しましても、皇室經濟會議の議を經ま

したことは､國會に報告することが當然であると私は考えるのであります｡すな

わち私は原則といたしましては､皇室經濟會議の議を經ましたる所の事項は､國

會に報告することが必要であると考えるものであります｡政府は､皇室經濟會議

の議を經たることを一々國會に報告するということは事務の煩雑が生ずるため

に、かかる規定をしなかったのだというようなお考えもあるかも知れませんが、

私は民主化された明朗なる皇室の經濟に關しましては、すべから<國民の代表

機關であります所の國會には、でき得る限りこれを報告することが必要である

と考えるものでありまするが故に､私は皇室經濟會議を經ました所の事項は､國

會に報告することを必要とする所の條文を規定しなければならないと、かよう

に考えるのでありまするが、これに對し､吉田首相竝びに金森國務大臣はいかな

る御所見があるのでございますか、お伺いいたしたいのであります。

鰯

鍵

O國務大臣（金森徳次郎君）
■ ● ■

それから第二に､皇室經濟會議がその議に付します多くの事項について､國會

に報告する途を鹿く定むくきものではないかという御意見でありました。それ
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b､

は確かに左様な面もあると思ひますが、この法律自身は､皇室經濟會議が絶對的

に政府に報告しなければならぬという範團を規定したのであります。それ以外

皇室の財産に關係いたしまする重要な問題につきましての面におきましても、

國會に何らかの連繋をとることはもとより必 のでありま要なることと思うは、

して､事の大小様々ありまするために､原則的にはこれを否定することができな

いのでありまするが､報告を必要としまする事項は政府より國會に對してこれ

服告いたすことにしたいと考えております。

（

（

－2－



6

質問主意書に対する用例

（－の1， 3及び5について)

【｢と解するのは困難」の例】

衆議院議員長妻昭(民主)提出国家公務員の贈与等に関する質問に

対する答弁書(平成15年6月24日閣議決定） 、

（答弁）

十一及び十二について

贈与等報告書については､倫理法第九条第二項の規定に基づき何

人も閲覧を請求することができることとされているが、一般に「閲

覧｣の中に｢写しの交付｣が含まれると解するのは困難であること、

他の法令上､謄写等が認められる場合にはその旨が明記されている

こと等にかんがみると、同項の規定は贈与等報告書の写しの交付

（以下「写しの交付」 という｡）を権利として保障しているもので

はないと考えている。

各府省等においては、このような考え方の下、その判断により写

しの交付を行っている一部の府省等を除き､倫理法第九条第二項の

規定による閲覧の際に、写しの交付を行っていないところである。

鯵

霧

（質問）

十一閲覧は､省庁によってはコピー禁止と聞くが、コピーを禁止し

ている省庁名と禁止の理由をお示し願いたい。

十二十一に関して改善の予定はあるか。コピー禁止の省庁ごとに
◆

お示し願いたい。

－3－



Qb

(－の1， 3及び5について）

【｢客観的に明らか」の例】

参議院議員吉川沙織（立憲・国民.新緑風会･社民)提出幼児教育・

保育の無償化に係る内閣府令の誤りに関する質問に対する答弁書

（令和元年10月15日閣議決定）

（答弁）

九及び十について

今般の両府令の誤りについては､実質的な法規範の内容と法文の

表記との間に形式的な棚鮪そごが生じていることが客観的に明ら

かであり、当該棚鶴が生じたままでは実質的な法規範の内容が正確

に表現されていないため、官報正誤により訂正したものである。各

地方公共団体においては､その取扱いについて適切に判断されるも

のと考えている。

〈

（質問）

九両内閣府令の誤りのある条文を引用する条例を制定した地方自

治体が存在する場合､幼児教育･保育の無償化を実施するためには、

当該地方自治体は、両内閣府令の正誤措置の内容を反映する形で

当該条例を改正する必要があるのか、政府の見解を明らかにされ

たい｡改正の要否が当該引用の態様等により異なる場合には、どの

ような場合には改正ｶﾐ必要となるのか、具体的に説明されたい。

〔

十前記九において、当該条例を改正する必要がある場合､いつまで

にこれを行う必要があるのか明らかにされたい。また､改正が行わ

れるまでの間における当該条例の効力及び当該条例を根拠として

実施した幼児教育･保育の無償化の効力は､それぞれどのように評

価されるのか、政府の見解を示されたい。
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』

（一の4及び6について）

【｢○○（当時)」の例】

参議院議員小西洋之(立憲)提出菅政権の存立危機事態等への認識

に関する質問に対する答弁書（平成2年10月2日閣議決定）

（答弁）

四について

我が国及びアメリカ合衆国は、日本国とアメリカ合衆国との間の

相互協力及び安全保障条約（昭和三十五年条約第六号）第五条に

基づき、我が国の施政の下にある領域における、いずれか一方に対

する武力攻鑿が発生した場合に、自国の憲法上の規定及び手続に

従って、共通の危険に対処するように行動することとなる。 その

上で、 日米両国は、平成二十九年二月十日 （米国東部時間）に安倍

内閣総理大臣（当時)及びトランプ米国大統領が発出した共同声明

鯵

において、 「核及び通常戦力の双方によるあらゆる種類の米国の軍

事力を使った日本の防衛に対する米国のコミットメントは揺るぎ

ない」ことを確認した。

（質問）

四 日米安全保障条約第五条に基づいて締約国が共通の危険に対処

するように行動することの中には、米国が核兵器を使用すること

も含まれるのか。

鶴

(この1について）

【『民事裁判権」の例】

参議院議員翫正敏君提出自衛隊のルワンダ難民救援国際平和協

力業務に関する質問に対する答弁書(平成六年十一月一日閣議決定）

－5－
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(答弁）

2の（1）及び（2）について

政府は、ザイール共和国政府との間で、派遣された自衛隊部隊の

隊員がザイール共和国において外交関係に関するウィーン条約(昭

和39年条約第14号）に定める『事務及び技術職員」と同等の法

的地位を享有することを確認する外交上の公文を取り交わしてお

り、同隊員は、刑事裁判権に関しては、公務中の行為であるか否か

を問わずすべての行為についてザイール共和国の裁判権からの免

除を享有し、また、民事裁判権及び行政裁判権に関しては、公務中
ぐ

の行為についてザイール共和国の裁判権からの免除を享有するこ

ととなっている。

派遣された自衛隊部隊の隊員が現地で罪を犯した場合の捜査権

及び裁判権の問題に関しては､右に述べた自衛隊部隊の隊員がザイ

ール共和国において享有する法的地位､受入国の同意を得て当該受

入国内にある外国軍隊の法的地位に係る一般国際法上の原則等を

前提として､個々の事案の具体的内容に応じて処理されることとな

る。

(質問）

2現地での自衛隊の地位について

（1） 今回の自衛隊部隊の派遣に当たって,現地での自衛隊部隊の

地位についての協定,取極等を受入れ国と取り交わしたのか｡取り

交わしたのであればその内容を明らかにされたい。また取り交わ

していないのであればその理由を明らかにされたい。

（2） 派遣された自衛隊部隊の隊員が現地で犯罪を犯した場合,そ

の捜査権，裁判権はどの国に帰属するのか。

（

－6－



（この1について）

【｢我が国内に」の例】

参議院議員齋藤勁(民主)提出日米地位協定の改定に関する質問に

対する答弁書（平成十三年七月二十三日閣議決定）

(答弁）

2の7について

公務執行中の米軍の構成員又は被用者が我が国において政府以

外の第三者に損害を与えたものから生ずる請求権は、 日米地位協

定第18条第5項に基づき、関係国内法令に従って適切に処理さ

れている。

我が国内における不法の作為又は不作為で公務執行中に行われ

鰯

たものでないものから生ずる米軍の構成員又は被用者に対する請

求権については、同条第6項に基づき、適切に処理されており、特

に､平成8年12月2日に発表された沖縄に関する特別行動委員会

の最終報告において、日米地位協定の運用改善として、米国政府に

よる前払制度の積極的活用並びに政府による無利子融資制度の創

設及び確定判決額と米国支払額の差額を埋めるための見舞金の支

給が盛り込まれ､これらの措置が日米両政府により採られていとこ

ろである。
識

(質問）

2私は日米地位協定を、以下の内容で改定する必要があると考え

ている。それぞれの事項についての政府の見解を示されたい。

7．合衆国軍隊の構成員、軍属・家族､被用者の不法行為により被害

を受けた場合は､公務中か否かを問わず､速やかに日本国政府から

見舞金をうけられるようにする必要があると考えるがどうか。

－7－
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（この1について）

【｢全ての人に」の例】

衆議院議員柚木道義(民主)提出国連ミレニアム開発目標サミット

における菅コミットメントと国際貢献の展望に関する質問に対する

答弁書（平成二十五年一月十一日閣議決定）

（答弁）

二について

我が国が表明した支援として、今後とも、保健分野については、

母子保健に対する支援、エイズ､結核及びマラリアの三大感染症へ

の対策に対する支援並びにポリオの発生及びまん延等公衆衛生上

の緊急事態への対策に対する支援を積極的に実施していく考えで

ある。また、教育分野については、学校施設及びその設備の整備、

教員の能力向上、学校運営の改善等を通じた、全ての人に対する質

で

の高い基礎教育の提供に対する支援､職業訓練及び高等教育に対す

る支援並びに平和と安全のための教育に対する支援を積極的に実

施していく考えである。

（質問）

二国際貢献の今後の展望について

1我が国が名実ともに世界各国から「強い国」と認められるため

には､世界平和と健康な社会を実現させるための継続的な国際貢

献が求められる｡前項でお示しした国連ミレニアム開発目標サミ

ットにおける日本政府の演説の内容を達成するために具体的に

どのような支援策を検討しているのかお示しいただきたい。

（

(この1について）

【｢のが原則であ」の例】

－8－
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衆議院議員市村浩一郎(民主)提出民法第772条に係るいわゆる

無戸籍児に関する質問に対する答弁書（平成十九年六月十二日閣議

決定）

（答弁）

一について

婚姻継続中に夫と妻以外の女性との間に生まれた子は、嫡出で

ない子であるから、当該子は母の氏を称し母の戸籍に入籍するも

のとされており （民法（明治二十九年法律第八十九号)第七百九十

条第二項､戸籍法（昭和二十二年法律第二百二十四号)第十八条第

二項)、当該夫が当該子を認知すると、当該夫の戸籍の身分事項欄

に当該子を認知した旨の記載がされることになるものの、当該子

は当該夫の戸籍に入籍することになるわけではない。

他方、離婚後三百日以内に出生した子は､婚姻中に懐胎したもの

と推定され(民法第七百七十二条第二項)、夫の子と推定される（同

条第一項)のが原則であるが、妻が当該子を懐胎すべき時期に、既

に夫婦が事実上の離婚をして夫婦の実態が失われ､又は遠隔地に居

住して､夫婦間に性的関係を持つ機会がなかったことが明らかであ

るなどの事情が存する場合には､この推定は及ばないものと解され

ているところ、戸籍事務においては、前記の事情が裁判上明確にさ

れている場合には、当該裁判書の謄本の提出を得て、後婚の夫の戸

籍に入籍することができるが、その提出がされない場合には、前婚

の夫の子としてしか出生届を出すことはできず､後婚の夫の戸籍に

入籍することはできないものとして取り扱っている。

離婚後三百日以内に出生した子についてこのような取扱いがさ

れるのは､民法が、子の福祉のために親子関係を早期に確定し、家

庭の平和を尊重するという趣旨から嫡出推定制度を採用しており、

また、戸籍事務において、戸籍事務管掌者である市町村長は、形式

鐘

鐘
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的審査権限のみを有し､前記の事情の存否を判断することができな

いからである。

御指摘の「嫡出推定が後夫の子であるという事実より優先する」

の趣旨は必ずしも明らかではないが､嫡出推定制度を採用している

趣旨及び戸籍事務の取扱いの理由は、前記のとおりである。

（質問）

一わが国では夫が婚姻を継続した上で、別の女性との間にできた

子は認知制度により非嫡出子として戸籍に登録することを認め

ている。いわゆる無戸籍児の場合､その多くは結果として前夫と離

婚し、事実上の父である後夫と再婚しているにも関わらず後夫の

戸籍に登録することが認められないという状況におかれてしまう。

この違いの合理的理由は何か。また嫡出推定が後夫の子であると

いう事実より優先する理由は何か。

く

､

（この1について）

【｢皇族に」の例】

参議院議員熊谷裕人（立憲・国民．新緑風会・社民）提出宮家の法

的地位に関する質問に対する答弁書について（令和二年一月三十一

日閣議決定）
（

（答弁）

一から四までについて

お尋ねの「法的地位｣、 「皇族が創設している｣、 「宮家の存在は皇

室の慣習上の存在｣、 「｢天皇陛下のおぽしめし」があれば、その創

設は可能」及び「天皇陛下に政治責任を生じさせる懸念」の意味す

るところが必ずしも明らかではないが、いわゆる宮家とは、独立し

て一家を成す皇族に対する一般的な呼称であり、法令に位置付けら
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れているものではなく、また、宮号は、天皇陛下のおぽしめしによ

り皇族に対して賜るものと承知している。
■■■■■■■■■■■■■■■■■

(質問）

一いわゆる「宮家」には法的な根拠はなく、その法的地位は暖

昧なものであり、もっぱら「天皇陛下のおぽしめし」により宮号

を賜った皇族が創設しているのが現状であるとの理解でよいか。

二前記一に関連して、現行法上、宮家は明確な法的地位を有して

いないと見るべきであり、法的には皇族の範囲が皇室典範で規定

されているにとどまり、宮家の存在は皇室の慣習上の存在である

という理解でよいか。

三現行法上、いわゆる「女性宮家」を創設するのであれば、宮家

を規定する法令がそもそもないため、皇室典範第五条でいう内親

王、女王などの女性皇族に対して「天皇陛下のおぽしめし」があ

れば、その創設は可能であるのではないか。

四安定した皇位の継承を図るためにも、 「宮家」の法的地位につい

ては、 「天皇陛下のおぽしめし」によるもののままにするのではな

く、天皇陛下に政治責任を生じさせる懸念を排除するためにも、

立法措置を講ずるべきではないか。政府の見解如何。

鰯

鐘

（この1について）

【｢を否定する…明文の規定はな」の例】

衆議院議員土井たか子(社民)提出憲法改正手続に関する質問に対

する答弁書について（平成十六年八月十日閣議決定）

、

（答弁）

二について

国会において審議する憲法改正の原案としての議案の提出権を
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内閣が有しているか否かについては、憲法第九十六条の規定も含

め、これを否定する憲法上の明文の規定はなく、一方､憲法第七十

二条は内閣に対して議案を国会に提出する権能を認めていること

から、政府としては､憲法改正の原案としての議案についても、内

閣はこれを提出することができるものと考えている。

御指摘の平成十三年六月六日の参議院憲法調査会における阪田

内閣法制局第一部長（当時）の答弁は、右の見解を前提として、憲

法上内閣の権能と解されるものについて法律でこれを否定するこ

とはできないと考えられること、一方において、国会が制定した法

律については､内閣は憲法第七十三条の規定によりその全部を誠実

に執行すべき責務を有していることなどを踏まえて申し述べたも

のである。

〈

（質問）

二内閣の憲法改正原案の提出権の有無について

1．二○○一年六月六日の参議院憲法調査会において、政府（阪田

内閣法制局第一部長）は、内閣の憲法改正原案の提出権を否定す

る法律は違憲であると述べる一方で、しかし､仮にそのような法

律ができた場合には､法律を誠実に執行する義務を政府は負うの

であるからそのような規定を尊重して対処すると答弁している

（第一五一回国会参議院憲法調査会会議録第九号十二頁)。

あくまでも憲法改正に関する一切の手続は憲法第九十六条に

おいて規定されているのであって、同条でまったく言及されてい

ない内閣には、憲法改正原案の提出権は認められない、 と解釈す

るのが相当である。

． このような見地からすれば､右の政府答弁(阪田内閣法制局第一

部長の発言）は、憲法解釈を誤った答弁と解さざるを得ないが、

一体、いかなる根拠に基づいてそのような答弁をしたのか法律の

（
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誠実執行義務との関連も含めて解答を求める。

（二の1について）

【｢規定はないと承知している」の例】

衆議院議員長妻昭(民主)提出アフガニスタン復興支援国際会議へ

の非政府組織(NGO)一時参加拒否の理由に関する再質問に対する

答弁書（平成十四年二月二十二日閣議決定）

(答弁）

4について

お尋ねの「法令違反」がどのようなものを想定しているのか必ず

しも明らかではないが、国会議員が、外務省職員に対し、外務省の

所掌事務に属する事項について、単に説明を求めたり、意見を述べ

たりすることを禁じた法令の規定はないと承知している。

鍵

(質問）

4 この議事録が事実の場合、鈴木議員には法令違反は発生するか。

（この1について）

【｢最高裁判所の判例」の例】

衆議院議員井坂信彦(民進)提出義務教育の無償制度に関する質問

に対する答弁書（平成二十九年五月十九日閣議決定）

霧

（答弁）

一から三までについて

お尋ねの｢義務教育の無償の範囲｣については､憲法においては、

憲法第二十六条第二項が「義務教育は、これを無償とする」と規定

しており、これについては､最濤織判所の判例において、 「授業料
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不徴収の意味と解するのが相当である」 （最高裁判所昭和三十九年

二月二十六日大法廷判決、民集十八巻二号三百四十三頁）とされて

おり、同項の規定を受けて、教育基本法（平成十八年法律第百二十

号）第五条第四項及び学校教育法（昭和二十二年法律第二十六号）

第六条ただし書において､義務教育については授業料を徴収しない

旨を規定していると承知している。また、法律においては、義務教

育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律(昭和三十八年法律

第百八十二号）において、義務教育諸学校において使用する教科用

図書の無償措置を定めているものと承知している。 ．

また、お尋ねの「学校運営に要する費用」及び「学級運営に必要

な経費」の意味するところが必ずしも明らかではないが、一般論と

して､義務教育諸学校の管理運営に係る経費の保護者等への転嫁に

ついては、学校教育法第五条及び地方財政法（昭和二十三年法律第

百九号）第二十七条の四の規定を踏まえ、また、住民の税外負担の

解消の観点から安易に保護者等に負担転嫁をすることは適当では

ないことに留意して､各学校の設置者により判断されるべきもので

ある。

〈

（質問）

一学校運営協議会制度や学校支援地域本部事業など学校運営に要

する費用について

（一） 右記費用の全部または一部を保護者の負担とすることは憲

法上許されるのか、政府の見解は如何に。

（二） 仮に憲法上許されるとされた場合であっても、法令上は許さ

れるのか、政府の見解は如何に｡ネ

（三） 許されない場合、許されない根拠法はあるか。

（四） 保護者の一部負担が認められるとする場合､それはどのよう

な支出についてか。

（
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二いじめ対策のアンケート調査など学級運営に必要な経費につ

いて

（一） 右記費用の全部または一部を保護者の負担とすることは憲

法上許されるのか、政府の見解は如何に6

（二） 仮に憲法上許されるとされた場合であっても、法令上は許さ

れるのか、政府の見解は如何に。

（三） 許されない場合、許されない根拠法はあるか。

（四） 保護者の一部負担が認められるとする場合､それはどのよう

な支出についてか。

三義務教育の無償の範囲について、政府としての見解はどのよう

なものか。

鯵

（この2から4までについて）

【｢皇族が」の例】

衆議院議員鈴木貴子（無）提出本年､秋の園遊会で、山本太郎参議

院議員が天皇陛下に手紙を手渡した件に関する質問に対する答弁書

（平成二十五年十一月十五日閣議決定）

（答弁）

一及び二について

天皇及び皇族が,､各界で功績がある方々や活躍されている方々と

親しくお接しになり、その労をねぎらわれるとともに、お励ましに

なる催しである園遊会において､出席者が天皇に直接手紙を手渡す

行為は、その場にふさわしくないと考えている。

鯵

（質問）

一山本太郎参議院議員が、直接天皇陛下に手紙を手渡した行為に

ついて、安倍総理の見解如何。
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山本太郎参議院議員の行為は、国会議員として許される行為か、

常識を逸している行為であるか、安倍総理の見解如何。

一
一

（この2から4までについて）

【｢自ら…訴訟を提起」の例】

衆議院議員川田悦子（無）提出「人権擁護法案（仮称）の大綱」に

関する質問に対する答弁書（平成十四年二月二十六日閣議決定）

(答弁）

(21)について

大綱第1の3(3)の差別助長行為等については､特定の個人の人

権を直ちに侵害するものではないことなどから､個人による実効的

な訴訟遂行が期待できないので､当該行為により不当な差別的取扱

いを受けるおそれのある不特定多数者のために､人権委員会が自ら

訴訟を提起してその差止めを求めることとするものである。

（

（質問）

(21） 大綱・第3の2(6) 「(1)力の行為をした者が勧告に従わな

い場合……請求する訴訟を提起することができる｣‐として、 （1）

力の行為についてのみ人権委員会は提訴することができることと

している。その理由を示されたい。

（

（この2から4までについて）

【｢民事訴訟…行政訴訟』の例】

衆議院議員北川れん子(社民)提出出入国管理及び難民認定法にお

ける退去強制手続きに関する質問に対する答弁書（平成十三年八月

七日閣議決定）
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(答弁）

10について

被収容者から屋事訴訟又は丘蝿の裁判出廷のための外出申

出があった場合は､入国者収容所長又は地方入国管理局長が処遇規

則第40条第1項に従い判断することになるところ､民事訴訟又は

行政訴訟においては､訴訟代理人によって訴訟を遂行することが可

能であること、訴訟中のすべての被収容者に対し裁判に出廷するた

めの外出を認めた場合には､処遇規則第40条第2項の規定により

看守のために入国警備官を配置することが必要となり、入国警備官

の人数との関係上､公務の遂行に支障を生ずるおそれがあることな

どから、一般的にはこれを許可していない。

もっとも、被収容者に対して退去強制令書が発付されている場

合は､入管法第52条第3項の規定に基づき速やかに送還しなけれ

ばならないところであるが､送還実施までの間に裁判所が被収容者

の収容されている施設において期日外尋問を行う決定をしている

場合においては､期日外尋問の終了まで送還を見合わせることとし

て被収容者の裁判を受ける権利を阻害することのないよう配慮し

ている。

鐘

蕊
(質問）

10被収容者が原告となり訴訟当事者となっている場合、裁判へ

の出廷は許可しているか｡許可していない場合､その理出を明ら

かにされたい。

（二の2から4までについて）

【｢を提起することができる」の例】

衆議院議員前原誠司(民主)提出吉野川第十堰改築事業に関する質

問に対する答弁書（平成十二年二月二十八日閣議決定）
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(答弁）

13について

御指摘の「国直轄事業の実施」が、行服法第3条第1項に規定す

る審査請求若しくは異議申立て（以下「不服申立て」という｡）又

は行訴法第3条第2項に規定する処分の取消しの訴えの対象とな

るためには、当該直轄事業の実施が公権力の行使に該当すること

が必要であり、その該当性については、12についてで述べたとお

り、個々具体的に判断する必要があるものと考える。

さらに、不服申立てをすることができる者及び処分の取消しの

訴えを提起することができる者は､一般的には､当該処分その他公

権力の行使に当たる行為により自己の権利若しくは法律上保護さ

れた利益を侵害され、又は必然的に侵害されるおそれのある者で

あると解されている。したがって､御指摘の1から4までに揚げる

者で不利益を被ると考えるものが、これらの不服申立てをするこ

とができる者又は処分の取消しの訴えを提起することができる者

「

ジ

に該当するか否かについては、 これらの者ごとに具体的に判断す

る必要があるものと考える。

迫
(質問）

13 国直轄事業の実施によって不利益を被ると考える以下の者は、

「行政不服審査法」に基づく審査請求､異議申立又は｢行政事件

訴訟法」に基づく出訴ができるか。

1事業法上、関与権限のある地方公共団体

2事業法上、関与権限のない地方公共団体

3事業区域惑いは事業区域に近接した区域に住む住民

4国民
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（二の2から4までについて）

【｢ことができるか否かについては」の例】

衆議院議員城井崇(国民)提出原子力損害賠償制度と民法第709

条（不法行為による損害賠償）に関する質問に対する答弁書（平成三

十年十二月七日閣議決定）

(答弁）

原子力損害の賠償に関する法律(昭和三十六年法律第百四十七号。

以下「原賠法」 という｡）第二条第二項に規定する原子力損害（以

下「原子力損害」 という｡）に関し、民法（明治二十九年法律第八

十九号)第七百九条の規定に基づく損害賠償請求を行う｡ことができ

るか否かについては､個々の事案に応じて、裁判所において判断さ

鐘

れるものと考えるが、一般には、原賠法は民法上の不法行為責任の

特則を定めるものであるから､原子力損害に関する賠償責任の要件

を定める原賠法第三条第一項の規定が適用されるべき場合におい

ては､民法第七百九条の規定の適用が排除されるものと認識してい

る。

(質問）

一原子力損害の賠償について《被害者によって、一般不法行為の

成立要件である、加害者の故意又は過失、権利の侵害、損害の発

生､侵害行為と損害発生との間の因果関係が立証される場合には、

原賠法に基づくのではなく、民法第七百九条に基づいて、被害者

が加害者に対して､不法行為による損害賠償の請求を行うことが

できるか、政府の認識を明らかにされたい。

霞
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（二の2から4までについて）

【｢であることを理由として…はない…と承知している」の例】

参議院議員井上哲士(共)提出米兵等の私有車両の登録に関する質

問に対する答弁書（平成二十二年五月二十一日閣議決定）

（答弁）

八について

いわゆるYナンバー車両に係る自動車保管場所証明書等の申

請等に係る手数料は､都道府県が条例を定めて徴収しているもの

であるが､当該自動車の保有者が合衆国軍隊の構成員若しくは軍

属又はそれらの家族であることを理由として免除されているこ

（

とはないものと承知している。
－

(質問）

八日米地位協定には日本国内において米兵等に対する租税や手

数料などを免除する規定もあるが､Yナンバー車の車庫証明書に

要する手数料は免除されないと理解してよいか。

（三の1について）

【｢政府として見解を○○○立場にはない』の例】

参議院議員嘉田由紀子(碧水)提出離婚後の親権のあり方に関する質

問に対する答弁書について（令和元年12月17日閣議決定）

（

（答弁）

三について

最高裁判所事務総局家庭局長の御指摘の答弁における具体的な文言

が意味するところ等については、政府として見解を述べる立場にな

い。
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（質問）

三昭和四十年十二月八日の「子の監護に関する審判事件の審判に

対する即時抗告事件｣の東京高等裁判所の決定では､親権を失った母

親が子どもとの面会交流を求めたのに対し､東京高等裁判所は｢母親

が子に面会交流することは、子の利益にならないものと考えこれを

許可しないのが相当」 とし、その申立てを却下しています。 本年

十一月二十一日の参議院法務委員会で、最高裁判所家庭局長は、 「広

く子の福祉が問題となる調停事件の当事者に対して、子の利益を考

慮しながら、子を中心とした解決に向けて話合いを進めること」とし、

紛争解決を促す答弁をしています｡最高裁判所家庭局長のいう「子の

福祉｣、 「子の利益」と､前記東京高等裁判所の決定における「子の利

益」とは、同じ意味で用いられているのでしょうか。両者の関係をど

う整理するのか、政府の理解するところを示してください。

鯵

（三の1について）

【｢見解を申し上げる立場にはない」の例】

衆議院議員照屋寛徳(社民)提出在沖米海兵隊とアメリカの海外基

地見直しに関する質問に対する答弁書について（平成16年2月13

日閣議決定）
鍵

（答弁）

二について

今般のイラク情勢に関するものを含め､アメリカ合衆国(以下｢米

見解を申し上げる立場国」という｡）軍隊の個々の運用について

にはない。
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（質問）

二政府は、ロバート・ブラックマン中将が発表した前記在沖米海兵

隊約三千人のイラク派遣をどのように受け止めておるのかお示し

願いたい。

（三の2について）

【｢個人のプライバシーに関わる事柄」の例】

衆議院議員柚木道義(立国社)提出黒川前東京高検検事長の処分に

関する質問に対する答弁書について（令和2年6月5日閣議決定）
f

（答弁）

四について

お尋ねの「黒川氏の｢退職金｣の総額｣及び｢支給額はいくらで、

固人のプライバシーに関わる事いつ支給されたのか」については、

柄であり、お答えすることは差し控えたい。

一般論として､国家公務員が退職した場合に支給する退職手当に

ついては､国家公務員退職手当法(昭和二十八年法律第百八十二号）

の規定に基づき算出された額について、原則として、職員が退職し

た日から起算して一月以内に支払われることとされている。

また、御指摘の「再調査を行う場合」に係る仮定の質問に対する

お答えは差し控えたい。

（

（質問）

四黒川氏の退職金

黒川氏の「退職金」の総額はいくらか。また、退職金は一般的に

退職後何日後に支給されるのか。

黒川氏の退職金は既に支給済みであれば、支給額はいくらで、い

つ支給されたのか｡また退職金支給額の算出方法は何に基づくもの

－22－



か。

再調査を行う場合、退職金の支給は、再調査結果が出て、再処分

が決定するまでの間は凍結するべきだが､各々について政府の見解

を示されたい。

（三の2について）

【｢政府として見解を○○○ことは差し控える」の例】

参議院議員小西洋之(立憲)提出日露戦争に関する明治天皇の御製

を引用した安倍総理の施政方針演説が憲法に反することに関する質

問に対する答弁書について（平成31年2月8日閣議決定）
鱒

(答弁）

一から四までについて

御指摘の御製の由来やそれに対する論評､見解等に係るお尋ねに

ついては、政府として見解迄述べる三_と_墜董L逵茎ゑ。その上で、

御指摘の安倍内閣総理大臣の施政方針演説においては、明治以降、

日本人は幾度となく大きな困難に直面するも、そのたびに、大

きな底力を発揮し、人々が助け合い、力を合わせる ことで乗り

越えてきたことを受けて、急速に進む少子高齢化､激動する国際情

勢に、今を生きる私たちも また、立ち向かわなければならない

との文脈で引用したものであり、 「憲法第九条の理念に反する｣、

「憲法前文の平和主義及び国民主権の理念に反する暴挙｣、「日本国

憲法の平和主義及び国民主権の理念を根底から否定する施政方

針演説を行った」等の御指摘は当たらない。

鯵

（質問）

一安倍総理は、平成三十一年一月二十八日の参議院本会議におけ

る内閣総理大臣施政方針演説において､明治天皇の御製である「し
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きしまの大和心のを坐しさはことある時ぞあらはれにける」

との歌を引用している。この歌は､明治天皇が日露戦争に際して詠

んだものとされているが、安倍総理はこの歌が詠まれた由来をど

のように理解し､かつ、この歌が第二次世界大戦以前の日本社会に

おいてどのような意味のものとして論評等されるとともに社会に

おいて受け止められてきたと理解しているのか。

二前記一について、明治天皇の御製である「しきしまの大和心の

を坐しさはことある時ぞあらはれにける」 との歌は日露戦争

の戦意高揚のために詠まれたものであるとの見解があるが、こう

した見解について安倍総理はどのような認識にあるのか。

三日露戦争は、 日本が朝鮮半島や中国大陸の覇権をロシアと争っ

た戦争であるが、その戦争に際して大日本帝国憲法下の天皇が詠

んだ歌を施政方針演説に用いて、 「激動する国際情勢」などに「立

ち向か」い、 「共に力を合わせ」ようと国会及び国民に呼び掛ける

ことは、 「国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使

は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する」と

定めた憲法第九条の理念に反するとともに、 「日本国民は、 （中略）

政府の行為によって再び戦争の惨禍が起ることのないやうにする

ことを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法

を確定する」 と定めた憲法前文の平和主義及び国民主権の理念に

反する暴挙ではないか。

四前記三について､安倍総理は、日本国憲法の平和主義及び国民主

権の理念を根底から否定する施政方針演説を行ったのであり、即

刻総理辞職をすべきであると考えるが、安倍内閣の見解を示され

く

たい。
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（三の3について）

【｢皇族の身分を離れた」の例】

参議院議員熊谷裕人（立憲､国民．新緑風会・社民）提出|日皇族の

現状に関する質問に対する答弁書（令和2年1月31日閣議決定）

（答弁）

一から三までについて

お尋ねの「いわゆる伏見宮系の旧皇族の方」及び「令和の時代に

ふさわしい皇室のあり方｣の具体的に意味するところが必ずしも明

らかではないが、政府としては、昭和二十二年に皇族の身分を離れ
懲

た方々の子孫の現状について承知していない。

いずれにせよ、安定的な皇位の継承を維持することは、国家の基

本に関わる極めて重要な問題であり、男系継承が古来例外なく維持

されてきたことの重み等を踏まえながら､慎重かつ丁寧に検討を行

う必要がある。

また、女性皇族の婚姻等による皇族数の減少等については、皇族

方の御年齢からしても先延ばしすることはできない重要な課題で

あると認識している。この課題への対応等については、様々な考え

方や意見があり、国民のコンセンサスを得るためには､十分な分析、

検討と慎重な手続が必要である。

引き続き、天皇陛下の御即位に伴う行事等が控えているところで

あり、政府としては、これらがつつがなく行われるよう全力を尽く

-し、その上で、 「天皇の退位等に関する皇室典範特例法案に対する附

帯決議」 （平成二十九年六月一日衆議院議院運営委員会）及び「天皇

の退位等に関する皇室典範特例法案に対する附帯決議」 （平成二十

九年六月七日参議院天皇の退位等に関する皇室典範特例法案特別

委員会）の趣旨を尊重し、対応してまいりたい。

鯵
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（質問）

一いわゆる伏見宮系の旧皇族の方には、歴代天皇と男系でつなが

る男子が数名いると承知しているが、政府の把握しているところ

を示されたい。

二前記一に関連して､安倍総理は｢旧宮家の皇籍復帰等々も含めた

様々な議論があることは承知をしております」と発言しているが、

政府として､皇籍復帰について、このような旧皇族の方々と接触し、

その意向を確かめたことはあるのか。

三安倍総理は、 『旧宮家の皇籍復帰等々も含めた様々な議論がある

ことは承知」した上で、このような旧皇族の方々に皇族へ復帰して

いただく方策を模索し、 「国民のコンセンサスを得る」べく努力す

るのか。それとも、広く国民的議論を踏まえて、令和の時代にふさ

わしい皇室のあり方を模索するのか。安倍総理の見解如何。

で

（三の3について）

【｢政府において」の例】

参議院議員矢田わか子（立憲・国民．新緑風会･社民）提出放課後

児童クラブに関する質問に対する答弁書について（令和2年6月16

日閣議決定）
（

（答弁）

四について

お尋ねの｢処遇改善に向けた具体的な施策」についてば政府に

おいて､平成二十九年度から放課後児童支援員キャリアアップ処遇

改善事業を実施しているところであり、引き続き、設備運営基準第

十条第一項に規定する放課後児童支援員の処遇改善に努めてまい

りたい。
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（質問）

四放課後児童支援員の処遇について、勤続年数や研修実績等に応

じて月一万円から三万円の賃金改善に要する費用を補助する「キ

ャリアアップ処遇改善事業」が平成二十九年度から実施されてい

るが、それでも支援員の処遇は依然として他職種に比べて低位の

状況にある｡一方､政府は人材確保が困難なことを理由に､令和二

年四月から職員の資格と配置基準を「参酌化」としたが、子どもが

安心して過ごすためには､施設で働く職員が専門性を高め､やりが

いを持ち働き続けられる環境整備が欠かせない。まず行うべきこ

とは、職員の資格取得支援と処遇改善を行うことによって人材を

確保することと考えるが、政府のさらなる処遇改善に向けた具体

的な施策を明らかにされたい。

鯵

（三の3について）

【『対象ではない」の例】

衆議院議員奥野総一郎(民主)提出原発事故の指定廃棄物処分場に

関する質問に対する答弁書（平成27年5月12日閣議決定）

（答弁）

十二について

お尋ねの「環境影響評価」の意味するところが必ずしも明らか

ではないが、本件施設は、環境影響評価法（平成九年法律第八十

一号）の対象ではない。

鯵

（質問）

十二環境影響評価は、どのように行うのか｡具体的に示されたい。
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（三の3について）

【｢○○○」の意味するところが必ずしも明らかではない」の例】

参議院議員浜田聡(みん)提出民間企業の障害者雇用の実態と今後

の支援策に関する質問に対する答弁書（令和2年ll月24日閣議決

定）

（答弁）

三について

御指摘の「地域特性等において就労が困難な障害者」の意味する
（

ところが必ずしも明らかではないが、 就労が困難な障害者を含む

障害者の就労支援については､公共職業安定所において、地域の実

情も踏まえ、障害者就業･生活支援センター等関係機関と連携して

障害者本人に対する就職から職場定着までの一貫したきめ細かな

支援を行っているところである。

（質問）

三地域特性等において就労が困難な障害者への具体的な支援策は

あるか。具体的な支援策が無い場合、検討する考えはあるか。

（
(四について）

【｢述べられているとおりである｡」の例】

衆議院議員逢坂誠二（立憲）提出DDHの航空機運用能力向上に

係る調査研究に関する質問に対する答弁書について（平成30年6

月19日閣議決定）

（答弁）

一から三までについて

お尋ねについては、現時点においても、本年三月二日の参議院予
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1

算委員会における小池晃議員の質疑に対する小野寺防衛大臣の答

弁において述べられているとおりである。

(質問）

一平成三十年三月二日、参議院予算委員会で小野寺防衛大臣は、

「現状においても、 『ひゆうが」及び「いずも」型護織監は、その

艦上において哨戒ヘリ及び輸送ヘリという複数の機種の同時に運

用することを想定jしていると述べた上で、 『護衛艦において運用

する機数及び機種数を増加させ、長期間継続的に運用することを

想定した場合に必要となる整備や燃料補給等に必要な艦内及び艦

上の装備品や設備について調査」を行っていることを明らかにし

た。この調査では、 「｢ひゆうが」及び「いずも」型の護徹監につい

て､変化する安全保障環境や急速な技術革新に対応できるのか、ど

の程度の拡張性を有しているのか、最新の航空機のうちどのよう

なものが離発着可能なのかなど、現有艦の最大限の潜在的能力を

客観的に把握する」ためのものであるものの「護衛艦「いずも」を

今後どのように運用していくか、 F35Bを自衛隊が導入するか

否か､護衛艦｢いずも」にF35Bを搭載させるか否かということ

については何ら決まっておりません」と発言した｡現時点において

も、 「いずも」型護衛艦にSTOVL機(短距離離陸･垂直着陸機）

であるF35Bを搭載されるか否かは決定されていないという理

解でよいか。

二 「DDHの航空機運用能力向上に係る調査研究」においては、

「｢ひゆうが｣、 「いずも」においては、回転翼有人機、これヘリコ

プターでありますが、これだけを現在運用しておりますが､運用し

ていない有人の固定翼機や無人の回転翼機、固定翼機といった新

しいカテゴリーの機体について調査を行っております。新型機種

としては、こういう意味で、このカテゴリーごとに調査をしており、

鰯

露

４
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具体的には､米軍が運用しているものとして、まず固定翼有人機の

うち艦艇に雛発着できる短距離離陸・垂直着陸機の代表例として

F35B、それから回転翼無人機の代表例としてMQ8Cファイ

アースカウト、固定翼無人機の代表例としてRQ21Aブラック

ジャックを調査」したという理解でよいか。

二に関連して、 「DDHの航空機運用能力向上に係る調査研究」

で検証した機体について、 「今後の結論を予断せずに様々な基礎的

な情報収集をするものであり」 「自衛隊がこれらの機体を導入する

ことを前提としているわけではありません」 との見解は変わりな

一
一
一

て
いか。

〔
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令和3年7月21日

宮 内 庁

皇室経済法の解釈について

(皇族の身分を離れる際の一時金額による皇族費）

皐宰経済法第6条は皇族饗について規定しており、第1項において皇族喪を支出する場合

が3種類あることを定めている。その一つとして、「皇族であった者としての品位保持の資に

充てるために、皇室典範の定めるところによりその身分を離れる際に一時金額として支出す

る皇族賛」がある。

上記の一時金額による皇族饗（以下「一時金」という｡）は、同条第7項第1号及び第2号

に掲げる額を超えない範囲内において、皇室経済会醗の職を経て定める金額とするとされて

いるが、皇族の身分を離れる者から、一時金を受け取らない旨の事前の意思表明がある場合いるが、皇族の身分を離れる者から、

鰯

は以下のとおり取り扱うこととする。

皇室経済法第6条第1項に基づく一時金を支出しない。

塵宰経済法第6条第7項に基づく皇室経済会誰は開催しない。

鐘

I
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(参考）

｢Tﾃ壷W羅罵篁菫悪露冒……だ言元司

（支出義務を負うことについて）

日本国憲法は皇室制度の存在を前提としており、政府は皇室制度を円滑に運用する責任を

負っていると解される。皇室に関する事務を担任するために設置された行政機関として宮内

庁が設謹されているのは、その一つの表れである。

日本国憲法の下で、皇族は明治憲法下のような形では自らの財産を保有・運用することは

できないこととされる一方で、皇族の身の回りの愛用は基本的には皇族蕊によってまかなう

こととされており、その支出は皇室の維持に不可欠なものといえる。こうしたことから、政

府は、皇室制度の円滑な運用に対する責任の一環として、基本的には皇族蕊を支出する義務

があると解される。

皇族の身分を離れる際に支給される一時金についても、元皇族の方が品位を保持されるこ

とは皇室制度の円滑な運用の観点から公益的な意義があると考えられることから支給されて

いると解するのが相当であり、一時金についても政府は基本的には支出する職務があると考

えられる。

もっとも、皇族変については、皇室制度の運用責任を果たすために政府に公益的観点から

支出義務が課されるものであり、また、何らかの対価として支出するものともいえないこと

からすると、皇族が費用の支出を求める権利を有することとはならないものと解される。

（

（支出義務が例外的に免除される場合について）

一般に、政府が一定の目的のために支出することとされる場合において、その目的が達成

されないことがあらかじめ明らかであるようなときにまで、その支出義務を負うと解するの

は困難である。

かかる観点から､当該一時金は品位保持の責に充てるためのものであることから考えれば、

皇族の身分を離れる方が当該一時金を品位保持の責に充てる意思を持っていないことが客観

的に明らかな例外的な喝合まで政府は支出蕊務を負うものではないものと解すべきである。

（当該一時金を品位保持の資に充てる意思を持っていないことが客観的に明らかな渦合につ

いて）

当該一時金を品位保持の資に充てる意思を持っていないことが客観的に明らかであるとい

えるかどうかは、諸般の事捕を総合考慮して判断することになると考えられるが、皇族の身

分を離れる方において一時金を受け取らないという意向が事前に明らかにされているという

事惰があれば､「当該一時金を品位保持の寅に充てる憲思を持っていないことが客観的に明ら

か」であるといって差し支えないものと考えられる。

（

（品位保持の資に充てる意思の有無の判断権者について）

宮内庁法第2条第7号で宮内庁は「皇族に関すること」について所掌しており、皇族の身

分を離れる者に対する一時金についても所掌していると解される。したがって、品位保持の

壷に充てる意思の有無に関する判断は、その行政機関の長である宮内庁長官により行われる

ものと解される。

2
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（皇室経済会繊の開催の要否について）

皐宰経済法において一時金の額を定める際に頚窒鐸済会繼の識を経ることにしているのは、

それぞれの場面で必要な金額についてどの程度の水準が適当かあらかじめ定めることができ

ないことから、支出義務がある場合にその金額を定める必要があるためと解される。

一方、皇室経済会臓が一時金の支出義務自体の存否の判断について役割を果たすことは制

度上想定されていないと解される。なぜなら、皇室経済法の規定上、皇族菱のうち皇室経済

会殿の蟻を経ることなく支出することとされているものは存在しており、それらについても

品位保持の愛に充てる意思の有無を判断することは当然必要であるからである。

したがって、宮内庁長官が一時金の支出義務がないと判断した以上、さらに皇室経済会議

の誰を経る必要はないものと解される。

鯵（支出薙務を負わないことが確定する時期について）

皇族の身分を離れる方が一時金を品位保持の斑に充てる意思を有するかどうかに関する宮

内庁長官による判断、すなわち、一時金の支出義務の有無の判断は、当骸皇族の身分を離れ
る方が当該意思を有していないことが客観的に明らかであると認める事情が存している限り、

いつでもなし得るものと考えられる。もっとも、皇室経済法第6条第1項において、 「皇族

が…その身分を離れる際に」一時金を支出するとされていることを踏まえると、政府が一時

金の支出義務を負わないことが最終的に確定するのは、当該皇族の身分を離れる方がその身

分を離れる時であると解され、仮に、当該皇族の身分を離れる方が、その身分を離れる前に

おいて、一時金を受け取らないというそれまでの憲向を変えられ、一時金を品位保持の愛に

充てる意思を有するに至った場合は、政府は、一時金の支出義務を負うこととなり、支出義

務を負うとの判断をした後、速やかに皇室経済会蟻を開値することとなると考えられる。他

方、仮に、当該皇族の身分を離れる方が、その身分を離れた後に、一時金を品位保持の資に

充てる意思を有するに至った場合については、当該皇族の身分を離れる方がその身分を離れ

る時に政府が支出義務を負わないことが確定しており、政府が新たに支出義務を負うことと

はならないと考えられる。

鐙

3
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2．意思表明の政治関与の有無

・ 皇族が、政治的な意味を持つ、あるいは政治的な影響を持つような言動をすることを

慎むべきことは当然である。

. しかし､皇族の身分を離れる方が一時金の受領に関し何らかの意思を表明することは、

当該一時金の受領という、個別的な事柄についての当該皇族自身の個人としての行為な

いし対応に関する考えを述べるものに過ぎず、現行制度そのものの改変を意図するとい

った政治的見解を持つ、あるいは政治的な影響を持つような発言とはみられない。

. したがって、そうした意思表明は制度のあり方を左右するようなものではなく、国政

への関与に該当せず、憲法上の問題を生ずることにはならないと考えられる。

〈

（

『

4
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○品位保持の資に充てる意思の有無に関する判断について

（令和3年10月1日宮内庁長官への取材）

冒頭，私から発言させていただきます。

まず，御結婚の期日につきましては，先ほど皇嗣職大夫から発表があ

りましたように，眞子内親王殿下には小室圭氏と10月26B(火）

に御結婚なさることになりました。

儀式の関係であります。御結婚に際し，納采の儀，告期の儀及び入

第の儀並びに御結婚式を執り行わないこととされたことについては，

皇嗣職大夫の会見において説明されたとおりであります。

寅所皇盤殿神殿に謁するの儀及び朝見の儀については，天皇陛下が

御主宰になる儀式でありますが，天皇陛下におかれては，現下の状況

を踏まえられ，執り行われないこととされたところであります。

なお，翼子内親王殿下には，天皇陛下の思し召しをいただき，賢所

皇霊殿神殿への庭上からの御拝礼や，天皇皇后両陛下への御挨拶をな

さる御予定であります。

(長官）

轡

一時金についてであります｡眞子内親王殿下には，御結婚により皇
痔， け邸淫の梱l妄

される御意向を示されておられます。宮内庁としましては，蝿子内親
の． 、同を路まえ 1m

のといたしました。

なお，皇室経済会議は開催いたしません。宮内庁としては御結婚に

向けての諸準備をつつがなく進めていただけるようお支えしてまいる

所存です。

以上です。

まず‘賢所皇霊殿神殿に謁するの儀と朝見の儀について， これは陛

下の御主宰ですけれども行われないというのは，現下の状況を踏ま

えてと説明があったのですが， もう少し具体的に教えていただけます

か。

天皇陛下には，本年のお誕生日に際しての記者会見において，眞子

内親王殿下の御結婚について，多くの人が納得し喜んでくれる状況に

なることを願っておられる旨，お述べになられており‘国民の間で様々

な受け止めがあることなど現下の状況を踏まえられ，御結婚に伴うこ

れらの儀式については執り行わないこととされたと伺っております。

両陛下への御挨拶という御紹介もありましたけれども， これはいつ

なのか。また，宮中三殿庭上での御拝礼については。

鯵
(記者）

(長官）

(記者）
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(長官）

(記者）

(長官）

(記者）

まだ日程は決まっておりません。

上皇上皇后両陛下への御挨拶というのは。

あると思います。

宮中三殿への御参拝ですとか両陛下への御挨拶というのは，儀式と

いう形ではなくて。

そうですね。そういう御理解で。

御挨拶は眞子さまお－方で行かれるのですか。

お一方です。

小室さんは御挨拶には。

伺っておりません。

一時金についてですが,支給しないという決定というのは。これは

宮内庁長官の判断で決断されたということですか。

そうです｡支出する責任は宮内庁にありますので，宮内庁の長たる

私が支出をしない決定をしたということであります。

皇室経済会議を行わないというのは。これは皇室経済法で，一時金

については額を決定するというようなことが書いてあったと思いま

すけれども，そういった文面を踏まえてということですか。 、

御指摘のとおりです。まず,皇室経済会議の開催の要否につきまし

ては,宮内庁法第2条第4号におきまして,皇室経済会議に関するこ

とについて宮内庁の所掌事務とされておりますので，その組織の長で

ある宮内庁長官がまず開催の要否を判断するという理解であります。

この皇室経済会議はあくまで支出すべき一時金の額を決める機関で

あり，支出の要否そのものを判断するための機関ではないことから，

今回は皇室経済会識を開催する必要がないと判断いたしました｡

そうしますと，まず長官が開催の要否を決めるに当たって，今回開

催する必要はないと判断した理由は，眞子内親王殿下の御意向を踏ま

えてという,そういう理解でよろしいですか。

そうですね。御意向を踏まえて支出しないという結論がありますの

で，当然，皇室経済会議を開く必要もないということです。

先ほどの皇嗣職大夫のお話ですと，婚姻届を提出された後におこ方

で記者会見をされると。その場合,仕切りは宮内庁と考えられますか。

その辺は具体的に聞いていませんが，記者会見に関してはやはりお

支えする必要はあるかと思います。

一時金のところで，今までは支給に関しては御対象方の御意向とい

うのは問題になってなかったと思いますけれども，今回，御意向を踏

まえる理由というのは何なのでしょうか。

(長官）

(記者）

(長官）

(記者）

(長官）

(記者）

く
(長官）

(記者）

(長官）

（ (記者）

(長官）

(記者）

(長官）

(記者）
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今までそういう御意思が表明されたことはなかったですから。今回

は眞子内親王殿下から辞退をするという御意思が表明されたからで

す。

先ほども少し御説明があったのですけれども，長官が蝿子内親王殿

下から一時金の辞退について耳にされたのはいつぐらいからで，その

後の経過についてお話いただけますか。

お答えは差し控えさせていただきます。皇室の皆様方といつ， どう

いうお話をしたかということについては，基本的にはお話しするべき

ことではないと私は考えておりますので，お答えは差し控えさせてい

ただきたい。

眞子さまが「複雑性PTSD」という状態にあるということなんで

すけれども，それに対する長官としての受け止めをお願いします。

今回，専門医の診断によりまして， 「複雑性PTSD」と診断される

状態になっておられるということをお聞きした時は，大変，精神的な

御負担が大きかったのであろうと感じました。また，そうした状況に

眞子内親王殿下が置かれているということを伺って，お支えする宮内

庁長官としては申し訳ない気持ちであります。

長官がそれをお聞きになったのは， いつ頃ですか。

お答えは差し控えますが，診断が下された後，お聞きしました。

今回の御結婚そのものに対して，改めて長官のお気持ちであったり

受け止めをお聞かせ願えますでしょうか。

私の受け止めでありますが，眞子内親王殿下には様々な公的御活動

に心を込めて取り組まれると共に，秋篠宮皇嗣同妃両殿下の御活動を

真翠にお支えになるなど， これまで内親王として誠心誠意お務めを果

たしてこられたものと存じます。眞子内親王殿下の新しい門出に当た

り，今後の御多幸と御健康を心よりお祈り申し上げます。

御結婚に関して天皇陛下の受け止めやお気持ちを伺ったりしていま

すでしょうか。

まず，天皇皇后両陛下には，眞子内親王殿下がこれまで皇室の一員

として様々な公的御活動に真筆に取り組んでこられたことに対して，

心からのお労いのお気持ちをお持ちでいらっしゃいます｡また,今後，

幸せな人生を歩んでいかれることを願っておいでです｡

今,御結婚についての長官の受け止めをお伺いしたんですけれども，

儀式を行わないですとか一時金を辞退されるという異例の形かと思

いますけれども，その点については長官として何かございますでしょ

うか。

(長官）

(記者）

(長官）

(記者）

●
(長官）

(記者）

(長官）

(記者）

(長官）

鱗

(記者）

(長官）

(記者）
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まず，儀式を行われないということは天皇陛下の御判断であります

し，一時金につきましては先ほど申し上げたとおり，眞子内親王殿下

の御意思を踏まえまして宮内庁として決定をしたということであり

ます。

通常，御結婚の時には長官の談話というのが出ているんですけれど

も，今のが談話みたいになってしまっているのですが， 当日というの

はまた長官が何らかのコメントというのをお出しするのでしょうか。

今のところはありません。この受け止めは当日であっても変わりま

せんから。

ということは， これが長官談話ということになるのか。

そういう扱いをしていただいて結構です。

長官はこれまでの会見で，小室家側に納得のいく説明というのを願

われたということがあったかと思いますが，今回，残念ながら国民が

納得できないという形で，儀式を行わないという結果になってしまっ

たという。

納得できないとは言っていないですよね。様々な受け止め方がある

という。というのは祝福される方々もいるというふうには聞いており

ますから。すみません，途中で。

説明責任というか，小室家側のトラブルに対する説明というのは求

められていますけれども，今回，それが国民の方々に納得できるよう

な形になったというふうには。長官はどうお考えですか。

小室家のいわゆる金銭トラブルと言われている事柄につきましては，

私は昨年12月の会見におきまして，小室さん側が説明をしていただ

くということが重要だと申し上げて，その後，今年4月に小室さんの

お母さんと元婚約者の方との間のいわゆる金銭トラブルと言われて

いる事柄についての文章が公表された，その文章に記載されている金

銭トラブルと言われている事柄に関する事実関係，あるいは小室さん

側と元婚約者との間の話し合いの経緯について，私は理解できたと申

し上げたところでありまして，現時点でそれ以上， 申し上げることは

ございません。

誹誇中傷と言われていることによって「複雑性PTSD」と診断さ

れたということを聞いてですね， 日本人の誰もが思い出すのは199

3年の皇后バッシング，あれと全く同じことですよね。当時も誹誇中

傷という上皇后さまが責められるという一連の報道があって，倒れら

れて声を失われる事態がありましたよね。当時言われたのはですね，

ここまでになる前に宮内庁としてもうちょっと早くやりょうがあっ

(長官）

(記者）

(長官）

(記者）

(長官）

(記者）（

(長官）

(記者）

(長官）

〈

(記者）
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たのに，初動が遅れたのではないかというそ．ういう批判があったんで

すね。今回も同じような批判が出るかも知れない。宮内庁はどうする

のか， これから。小室さんの私的な問題なのでなかなか動けないとい

う事情があったかも知れないけれども，眞子さまがそういうふうな症

状を示されているという時点で， もう少し，初動というか早めにでき

たのではないかという批判も出てくるかも知れませんが，そこはどう

お考えですか。

2年前の私の会見での御指摘は今も覚えておりまして，やはり誤っ

た報道には的確に反応すべきではないかというお話があったという

のは今も覚えております。ただ，一般論として申し上げますと，今回

そもそも誹誇中傷というのは具体的に何かという･ことは，私は伺って

おりませんので，皆様方の報道が原因だということではないと私は認

識をしております。その前提で，一般論として申し上げますと，報道

の中には事実と異なる記事や誤った事実を前提にして書かれた記事

も多々見られるところではありますが，そうしたことで，その事実と

異なる，それが事実として受け止められて，広く社会一般に誤った認

識を与えることになってしまう。それはやはり宮内庁として正確な事

実関係を指摘して，今までもしてきましたし，ホームページ上でいろ

いろな見解を表明してきたところです。ただ，難しいのは報道が非常

に数多くありますので，その中で事実に反するものがあっても；一つ
一つに対応することは極めて困難であります。一つの記事等を事実で

はないと否定すれば，残りは事実であると認めているというような観

点もございます。そうしたこともあって，なかなか難しい面もあるの

ですが，ただ，今回眞子内親王殿下がこういう状況に置かれてしま

ったということについては，私自身，紐促たる思いはあります。

これは宮内庁に直結する問題じゃないかも知れませんが，過去，問

題があったですねSNSの誹誘中傷のね， これも被害者が場合によっ

ては命を絶つことがですね，今回精神的にダメージを受けるまで何

も発信できない状況が事態を悪化させている訳ですね。だから今，世

間的にはもっと早く声を上げていこうという流れになっている訳で

すね。だからギリギリまで誹誇中傷と感じられるものを受けた人がで

すね，健康を害するまで動けないというのは問題ではないかという流

れになっているんですね。だから今回の事態がどういう影響を与える

かどうか分からないんですけれども，ほかにやりょうがあったのでは

ないかと思います。どうしてほしいということでもないんですけれど

も。

(長官）

鯵

鱗
(記者）
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(長官） インターネット上の書き込みによる誹誇中傷が現在，社会的な問題

になっているのは事実だと思います。今後，関係機関による取り組み

が更に進み，社会全体の対応が進んでいくということを私自身は期待

したいと思います。

「複雑性PTSD」という症状が出ないようにするのが改善の前提

だという，先ほどそういう説明がありましたけれども，その状況を改

善するために公表するということはお考えにはならなかったのです

か。

何を公表するんですか。

．つまり，風子さまがそういう状況にあるということを，速やかにで

はなくてもある時点で「複雑性PTSD」になっているという状況を

公表するというお考えにはならなかったか。

今回，公表したじゃないですか。

いや，そのタイミング以前に， という意味ですが。

そういうことですか。それはいろいろな検討の結果，今日，公表す

るのが一番良いのではないかという判断だったということで御理解

いただければと思います。

長官が「複雑性PTSD」であることをお知りになったのはいつ頃

ですか。

お答えは差し控えたいと思います。秋山先生の方からもそういう話

はなかったと認識しております。

結婚の期日を含めて，今日, 10月1日Iこ公表，発表したというの

は，何か理由があるのですか。

時期については皇嗣職大夫が説明したと思いますけど，その説明の

とおりであります。

(記者）

(長官）

(記者）

f
(長官）

(記者）

(長官）

(記者）

(長官）

(記者）

(長官）

〔
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腱子内親王殿下が皇族の身分を離れられる際の皇族費について（伺い）

婚姻に伴い侭子内親王殿下が皇族の身分を離れられるに際し，御本人の御意向を

踏まえ，皇室経済法第6条第1項に定める一時金の支出を行わないこととしてよい

か，伺います。



黒塗りか所は眞子内親王殿下の署名がある。※

宮内庁長官殿

（
私は､小室圭氏との婚姻により皇族の身分を離れるに際し､皇室経済法第6条

第1項に定める一時金の受給を辞退いたします。

令和3年1月泌日

（
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ケ

令和3年10月28日，宮内庁長官記者会見（抜粋）

（記者）異例の結婚になりましたけれども，その辺についても。

（長官)繰り返しになりますが,眞子さまには様々な公的御活動に心を込めて取

り組まれると共に，秋篠宮皇嗣同妃両殿下の御活動を真筆にお支えになるなど，

これまで内親王として誠心誠意,お務めを果たしてこられたものと存じます。こ

の度の御結婚に当たり，お二人の御健康と末永いお幸せをお祈りいたします。

鯵

篝
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○日本国憲法（昭和二十一年憲法) (抄）

第一条天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であって、この地位

は、主権の存する日本国民の総意に基く。

I

第三条天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要と

し、内閣が、その責任を負ふ。

第四条天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関す

る権能を有しない。

②天皇は､法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任するこ

とができる。

で
第六条天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。

②天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。

第七条天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する

行為を行ふ･

一憲法改正、法律、政令及び条約を公布すること。

二国会を召集すること。

三衆議院を解散すること。

四国会議員の総選挙の施行を公示すること。

五国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び

大使及び公使の信任状を認証すること。

六大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を認証すること。

七栄典を授与すること。

八批准雷及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。

九外国の大使及び公使を接受すること。

十儀式を行ふこと。

《

○皇室典範（昭和二十二年法律第三号） （抄）

第十二条皇族女子は､天皇及び皇族以外の者と婚姻したときは、皇族の身分

を離れる。
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○皇室経済法（昭和二十二年法律第四号）(抄）

第三条予算に計上する皇室の費用は、これを内廷費､宮廷費及び皇族費とす

る。

第六条皇族費は､皇族としての品位保持の資に充てるために､年額により毎

年支出するもの及び皇族が初めて独立の生計を営む際に一時金額により支

出するもの並びに皇族であった者としての品位保持の黄に充てるために、

皇族が皇室典範の定めるところによりその身分を離れる際に一時金額によ

り支出するものとする。その年額又は一時金額は､別に法律で定める定額に

基いて、これを算出する。

②前項の場合において､皇族が初めて独立の生計を営むことの認定は､皇室

経済会議の議を経ることを要する。

③年額による皇族費は、左の各号並びに第四項及び第五項の規定により算

出する額とし、第四条第一項に規定する皇族以外の各皇族に対し､毎年これ

を支出するものとする。

一独立の生計を営む親王に対しては、定額相当額の金額とする。

二前号の親王の妃に対しては、定額の二分の－に相当する額の金額とす

る。但し、その夫を失って独立の生計を営む親王妃に対しては、定額相当

額の金額とする。この場合において、独立の生計を営むことの認定は、皇

室経済会議の識を経ることを要する。

三独立の生計を営む内親王に対しては、定額の二分の一に相当する額の

金額とする。

四独立の生計を営まない親王､その妃及び内親王に対しては､定額の十分

の一に相当する額の金額とする。ただし、成年に達した者に対しては、定

額の十分の三に相当する額の金額とする。

五王､王妃及び女王に対しては、それぞれ前各号の親王､親王妃及び内親

王に準じて算出した額の十分の七に相当する額の金額とする。

④摂政たる皇族に対しては､その在任中は､定額の三倍に相当する額の金額

とする。

⑤同一人が二以上の身分を有するときは、その年額中の多額のものによる。

⑥皇族が初めて独立の生計を営む際に支出する一時金額による皇族費は、

独立の生計を営む皇族について算出する年額の二倍に相当する額の金額と

する。

⑦皇族がその身分を離れる際に支出する一時金額による皇族費は、左の各

号に掲げる額を超えない範囲内において、皇室経済会議の議を経て定める

金額とする。

●

鯵
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の

一皇室典範第十一条、第十二条及び第十四条の規定により皇族の身分を

離れる者については、独立の生計を営む皇族について算出する年額の十

倍に相当する額

二皇室典範第十三条の規定により皇族の身分を離れる者については、第

三項及び第五項の規定により算出する年額の十倍に相当する額。この場

合において、成年に達した皇族は、独立の生計を営む皇族とみなす。

⑧第四条第二項の規定は､皇族費として支出されたものに、これを準用する。

⑨第四条第三項及び第四項の規定は、第一項の定額に、これを準用する。

第八条皇室経済会議は､議員八人でこれを組織する。

②議員は､衆識院及び参識院の議長及び副議長、内閣総理大臣､財務大臣、

宮内庁の長並びに会計検査院の長をもって、これに充てる。〔

○宮内庁法（昭和二十二年法律第七十号） （抄）

第一条内閣府に、内閣総理大臣の管理に属する機関として、宮内庁を置く。

二宮内庁は､皇室関係の国家事務及び政令で定める天皇の国事に関する行

為に係る事務をつかさどり、御璽国璽を保管する。
第二条宮内庁の所掌事務は、次のとおりとする。

一～三 （略）

四皇室会議及び皇室経済会議に関すること。

五。六 （略）

七皇族に関すること。

八～二＋（略）

（

O宮内庁組織令（昭和二十七年政令第三百七十七号） （抄）

第三条 （略）

③宮務主管は、命を受けて第十一条から第十三条までに掲げる事務のう

ち皇族（内廷にある皇族を除く。以下この項において同じ｡）に係るもの

を総括し、及び皇族の侍側奉仕のことのうち特に命ぜられたものをつか

さどる。

附則

第五条 （略）

②皇嗣職宮務官は､命を受けて、皇嗣及び皇嗣妃の侍側奉仕のことを分掌
する。
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○民法（明治二十九年法律第八十九号） （抄）

（贈与）

第五百四十九条贈与は、当事者の一方がある財産を無償で相手方に与える

意思を表示し、相手方が受諾をすることによって、その効力を生ずる。

（書面によらない贈与の解除）

第五百五十条醤面によらない贈与は、各当事者が解除をすることができる。

ただし、履行の終わった部分については、この限りでない。

（贈与者の引渡義務等）

第五百五十一条贈与者は､贈与の目的である物又は権利を､贈与の目的とし

て特定した時の状態で引き渡し、又は移転することを約したものと推定す

る。

2負担付贈与については、贈与者は、その負担の限度において、売主と同じ

く担保の責任を負う。

鯵

（定期贈与）

第五百五十二条定期の給付を目的とする贈与は、贈与者又は受贈者の死亡

によって、その効力を失う。

（負担付贈与）

第五百五十三条負担付贈与については、この節に定めるもののほか､その性

質に反しない限り、双務契約に関する規定を準用する。

霧（死因贈与）

第五百五十四条贈与者の死亡によって効力を生ずる贈与については、その

性質に反しない限り、遺贈に関する規定を準用する。

－47－



第一部長
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匪司，

一
の
１
、
３
及
び
５
に
つ
い
て

第
一
項
に
お
い
て
、
皇
族
及
び
皇
族
で
あ
っ
た
者
と
し
て
の
品
位
保
持
の
資
に
充
て
る
た
め
に
支
出
す
る
も
の
と
さ
れ
て
お

意
思
を
持
っ
て
い
な
い
こ
と
が
客
観
的
に
明
ら
か
な
例
外
的
な
場
合
ま
で
支
出
義
務
を
負
う
も
の
で
は
な
い
も
の
と
考
え
ら

定
の
目
的
の
た
め
に
支
出
す
る
こ
と
と
さ
れ
る
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
目
的
が
達
成
さ
れ
な
い
こ
と
が
あ
ら
か
じ
め
明
ら
か

れ
る
。

り
、
政
府
の
皇
室
制
度
の
円
滑
な
運
用
に
対
す
る
責
任
の
一
環
と
し
て
、
公
益
的
観
点
か
ら
支
出
す
る
も
の
で
あ
る
。

る
際
に
支
出
す
る
皇
族
費
（
以
下
三
時
金
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
、
当
該
皇
族
が
一
時
金
を
品
位
保
持
の
資
に
充
て
る

で
あ
る
よ
う
な
と
き
に
ま
で
、
そ
の
支
出
義
務
を
負
う
と
解
す
る
の
は
困
難
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
皇
族
が
そ
の
身
分
を
離
れ

０

貌
皇
族
費
（
皇
室
経
済
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
四
号
）
第
三
条
の
皇
族
費
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）

し
た
が
っ
て
、
政
府
は
、
基
本
的
に
は
皇
族
費
を
支
出
す
る
義
務
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
も
の
の
、
一
般
に
、
政
府
が
一

ま
た
、
宮
内
庁
は
、
宮
内
庁
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
七
十
号
）
第
一
一
条
第
七
号
に
基
づ
き
「
皇
族
に
関
す
る
こ
と
」

参
議
院
議
員
浜
田
聡
君
提
出
皇
室
経
済
法
第
六
条
に
規
定
さ
れ
て
い
る
一
時
金
不
支
給
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁

聿
冒

一

く

（

畑
参
事
官

加
藤
事
務
官

は
、

同
法
第
六
条

153． 1 1



●

0

一
の
４
及
び
６
に
つ
い
て

一
の
２
に
つ
い
て

意
思
の
表
明
を
踏
ま
え
て
一
時
金
の
支
出
義
務
に
つ
い
て
判
断
す
る
こ
と
は
、
憲
法
第
四
条
第
一
項
に
抵
触
す
る
も
の
で
は

内
閣
の
助
言
と
承
認
を
必
要
と
す
る
も
の
で
は
な
く
、
ま
た
、
当
該
一
時
金
の
受
領
と
い
う
、
個
別
的
な
事
柄
に
つ
い
て
の

判
断
は
、
そ
の
長
で
あ
る
宮
内
庁
長
官
に
よ
り
行
わ
れ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
、
皇
室
経
済
会
議
が
一
時
金
の
支
出
義
務
の
存

●

な を
意
図
す
る
と
い
っ
た
政
治
的
見
解
を
持
つ
、
又
は
政
治
的
な
影
響
を
持
つ
よ
う
な
発
言
と
は
み
ら
れ
な
い
。

当
該
皇
族
自
身
の
個
人
と
し
て
の
行
為
又
は
対
応
に
関
す
る
考
え
を
述
べ
る
も
の
に
過
ぎ
ず
、
現
行
制
度
そ
の
も
の
の
改
変

否
の
判
断
に
つ
い
て
役
割
を
果
た
す
こ
と
は
制
度
上
想
定
さ
れ
て
い
な
い
と
解
さ
れ
る
。

を
所
掌
し
て
お
り
、
一
時
金
の
支
出
に
つ
い
て
も
所
掌
し
て
い
る
と
解
さ
れ
る
こ
と
か
ら
、
一
時
金
の
支
出
義
務
の
存
否
の

皇
族
の
身
分
を
離
れ
る
者
が
一
時
金
の
受
領
に
関
し
何
ら
か
の
意
思
を
表
明
す
る
こ
と
は
、
国
事
行
為
で
は
な
い
た
め
、

今
般
の
眞
子
内
親
王
殿
下
（
当
時
）
に
対
し
て
一
時
金
を
支
出
し
な
い
と
す
る
判
断
は
、
国
会
の
定
め
た
法
律
に
従
っ
て

し
た
が
っ
て
、
皇
族
の
身
分
を
離
れ
る
者
が
一
時
金
を
受
け
取
ら
な
い
と
い
う
意
思
を
表
明
す
る
こ
と
や
、
政
府
が
そ
の

い
◎

で

〈



今

g

し
控
え
る
．

三
の
２
に
つ
い
て

三
の
１
に
つ
い
て

二
の
１
に
つ
い
て

二
の
２
か
ら
４
ま
で
に
つ
い
て

い
こ
と
か
ら
、
政
府
と
し
て
見
解
を
申
し
上
げ
る
立
場
に
は
な
い
。

適
切
に
行
わ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
別
途
国
会
へ
の
報
告
が
必
要
と
は
考
え
て
い
な
い
。

を
否
定
す
る
明
文
の
規
定
及
び
最
高
裁
判
所
の
判
例
は
な
い
と
承
知
し
て
い
る
。

理
由
と
し
て
こ
れ
を
否
定
す
る
明
文
の
規
定
は
な
い
と
承
知
し
て
い
る
。

皇
族
が
一
般
に
自
ら
民
事
訴
訟
及
び
行
政
訴
訟
を
提
起
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
否
か
に
つ
い
て
は
、
皇
族
で
あ
る
こ
と
を

我
が
国
の
民
事
裁
判
権
は
、
我
が
国
内
に
い
る
全
て
の
人
に
及
ぶ
の
が
原
則
で
あ
り
、
皇
族
に
民
事
裁
判
権
が
及
ぶ
こ
と

お
尋
ね
の
「
誤
っ
た
情
報
が
事
実
で
あ
る
か
の
よ
う
な
印
象
を
与
え
か
ね
な
い
質
問
」

お
尋
ね
に
つ
い
て
は
、
個
人
の
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
に
関
わ
る
事
柄
で
あ
り
、
政
府
と
し
て
見
解
を
申
し
上
げ
る
こ
と
は
差

（

』

（

は
、

政
府
に
対
す
る
も
の
で
は
な



▽

①

三
の
３
に
つ
い
て

四
に
つ
い
て

す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。

な
い
が
、
お
尋
ね
の
「
治
療
を
支
援
す
る
等
の
考
え
」
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
が
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
た
め
、
お
答
え

り
、
お
二
人
の
御
健
康
と
末
永
い
お
幸
せ
を
お
祈
り
い
た
し
ま
す
」
と
述
べ
て
い
る
と
お
り
で
あ
る
。

（
宮
内
庁
組
織
令
（
昭
和
二
十
七
年
政
令
第
三
百
七
十
七
号
）
第
三
条
第
三
項
の
侍
側
奉
仕
を
い
う
。
）
を
す
る
対
象
で
は

基
本
的
に
、
皇
族
の
身
分
を
離
れ
た
者
は
、
政
府
に
お
い
て
皇
室
関
係
の
国
家
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
宮
内
庁
が
侍
側
奉
仕

お
尋
ね
に
つ
い
て
は
、
令
和
三
年
十
月
二
十
八
日
の
記
者
会
見
に
お
い
て
、
宮
内
庁
長
官
が
「
こ
の
度
の
御
結
婚
に
当
た

く

（

I



今

｡

匪霊匿塞亟璽菫間主意書の処理’ 参 6 浜田聡議員

／'二/夕一／グご/夕

／/月'よ日（熱） 正式転送

［ﾛ'ｸ.Ⅲ駕蟇臺星鱒官勤答
弁
月/》日 （金） 閣議に付議

（閣議決定後国会へ提出）

躍麺

※正式転送があるまでは提出者等との接触厳禁！ （政府部内限り）

〈



◆

質
問
第
六
号

右
の
質
問
主
意
書
を
国
会
法
第
七
十
四
条
に
よ
っ
て
提
出
す
る
。

皇
室
経
済
法
第
六
条
に
規
定
さ
れ
て
い
る
一
時
金
不
支
給
に
関
す
る
質
問
主
意
書

令
和
三
年
十
一
月
十
日

参
議
院
議
長
山
東
昭
子
殿

て

浜
田

聡

（

②
‐ 、f

>Z(



心

／
／

・
一
一
一
一

ざ
３
一
一

②
四

皇
及
び
皇
族
に
関
す
る
国
民
的
議
論
に
資
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
、
以
下
質
問
す
る
。

。

ぴ
申
し
上
げ
る
。
御
結
婚
に
際
し
執
ら
れ
た
憲
政
史
上
初
の
手
続
の
論
拠
を
政
府
答
弁
書
と
し
て
適
し
、
後
世
に
生
じ
得
る
天

一
皇
族
費
篁
室
経
済
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
四
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
三
条
の
皇
族
費
を
い
諺
ｚ
以
下
同

皇
族
が
皇
室
典
範
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
そ
の
身
分
を
離
れ
る
際
に
一
時
金
額
に
よ
り
支
出
す
る
皇
族
費
を
い
う
。
以
下
１

同
じ
。
）
に
つ
い
て

じ
。
）
及
び
一
時
金
（
法
第
六
条
第
一
項
に
規
定
す
る
、
皇
族
で
あ
っ
た
者
と
し
て
の
品
位
保
持
の
資
に
充
て
る
た
め
に
、

１
通
常
、
補
助
金
の
支
給
は
、
補
助
金
等
に
係
る
予
算
の
執
行
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
年
法
律
第
百
七
十

●

１

眞
子
内
親
王
殿
下
で
あ
ら
れ
た
小
室
眞
子
さ
ん
（
以
下
「
眞
子
さ
ん
」
と
い
う
。
）
と
小
室
圭
氏
の
御
結
婚
を
心
よ
り
お
慶

、

九
号
）
に
よ
る
補
助
金
の
支
給
が
行
政
処
分
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
除
い
て
、
贈
与
契
約
（
あ
る
い
は
へ
負
担
付
贈
与
契

約
）
と
さ
れ
る
と
こ
ろ
、
皇
族
費
を
支
給
す
る
行
為
は
、
贈
与
契
約
か
。
そ
れ
と
も
、
憲
法
第
四
条
第
一
項
に
か
ん
が

る
、
行
政
処
分
か、司

み
、
皇
族
の
御
意
思
と
は
無
関
係
に
支
給
す
べ
き
こ
と
か
ら
、
政
府
の
一
方
的
意
思
表
示
の
み
に
よ
っ
て
効
力
を
発
揮
す

皇
室
経
済
法
第
六
条
に
規
定
さ
れ
て
い
る
一
時
金
不
支
給
に
関
す
る
質
問
主
意
書

。

（ 〈
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●

５
一
時
金
を
支
給
し
な
い
こ
と
に
対
す
る
責
任
は
、
内
閣
が
負
う
の
か
。
そ
れ
と
も
、
皇
室
経
済
会
議
が
負
う
の
か
。

４
皇
室
経
済
と
国
会
に
関
し
て
は
、
昭
和
二
十
一
年
十
二
月
十
二
日
の
衆
議
院
本
会
議
に
お
い
て
「
皇
室
の
財
産
に
関
係
２

０

３
政
府
は
、
一
時
金
を
支
給
し
な
い
こ
と
が
で
き
る
か
。
で
き
る
場
合
は
、
法
令
に
よ
る
明
文
規
定
を
示
さ
れ
た
い
。
ま

■

２
皇
族
は
、
一
時
金
を
辞
退
な
さ
る
こ
と
は
で
き
る
の
か
。
ま
た
、
辞
退
な
さ
っ
た
場
合
、
そ
の
辞
退
は
内
閣
の
助
言
と

●

考
え
て
お
り
ま
す
。
」
と
答
弁
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
、
政
府
は
、
一
時
金
を
支
給
し
な
い
場
合
、
そ
の
旨
を
国
会
に
報
告

す
る
必
要
性
を
ど
う
考
え
て
い
る
の
か
。
政
府
の
見
解
如
何
。

あ
り
ま
す
る
が
、
報
告
を
必
要
と
し
ま
す
る
事
項
は
、
政
府
よ
り
国
会
に
対
し
て
こ
れ
を
報
告
い
た
す
こ
と
に
し
た
い
と

思
う
の
で
あ
り
ま
し
て
、
事
の
大
小
様
を
あ
り
ま
す
る
た
め
に
、
原
則
的
に
は
こ
れ
を
否
定
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
で

た
、
で
き
る
場
合
、
皇
室
経
済
会
議
（
法
第
八
条
の
皇
室
経
済
会
議
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
開
催
及
び
議
決
を
要
す

法
第
四
条
第
一
項
に
抵
触
し
な
い
か
。
政
府
の
見
解
如
何
。

い
た
し
ま
す
る
重
要
な
問
題
に
つ
き
ま
し
て
は
、
国
会
に
何
ら
か
の
連
係
を
と
る
こ
と
は
、
も
と
よ
り
必
要
な
る
こ
と
と

る
の
か
。

承
認
を
必
要
と
す
る
か
。
ま
た
、
辞
退
す
る
御
意
思
を
示
し
た
と
し
て
、
そ
の
御
意
思
を
政
府
が
尊
重
す
る
こ
と
は
、
憲

早

（

〔



0

●

③叩２
刑
法
第
二
百
三
十
二
条
は
「
告
訴
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
者
が
天
皇
、
皇
后
、
太
皇
太
后
、
皇
太
后
又
は
皇
嗣
で
あ
る

一
と
き
は
内
閣
総
理
大
臣
が
・
・
・
代
わ
っ
て
告
訴
を
行
う
。
」
と
あ
る
が
、
皇
族
が
民
事
訴
訟
及
び
行
政
訴
訟
を
提
起
す

二
皇
族
の
訴
権
に
つ
い
て

令
睡
１
平
成
元
年
十
一
月
一
・
一
月一・一

、

る
場
合
は
、
内
閣
総
理
大
臣
が
代
わ
っ
て
行
う
の
か
。
政
府
の
見
解
如
何
。

３
前
記
二
の
２
に
関
し
、
内
閣
総
理
大
臣
が
代
わ
っ
て
行
う
場
合
で
あ
っ
て
も
、
法
定
さ
れ
た
皇
族
費
の
不
支
給
決
定
を

６
上
皇
陛
下
が
ご
退
位
な
さ
る
際
は
、
憲
法
第
一
条
に
か
ん
が
み
、

と
こ
ろ
、
皇
族
に
は
民
事
裁
判
権
が
及
ぶ
の
か
。

ず
、
国
民
の
総
意
の
代
表
た
る
国
会
は
無
視
さ
れ
た
ま
ま
で
あ
っ
た
。
こ
の
国
会
軽
視
に
つ
い
て
、
憲
法
第
一
条
の
観
点

も

今
般
の
眞
子
さ
ん
に
対
す
る
一
時
金
を
不
支
給
と
す
る
決
定
に
関
し
て
は
、
国
会
が
意
見
を
言
う
機
会
が
何
ら
与
え
ら
れ

か
ら
、
政
府
の
見
解
如
何
。

す
べ
く
、
広
く
議
論
を
行
っ
た
う
え
で
、
各
党
・
各
会
派
の
共
通
認
識
と
し
て

の
対
応
」
に
関
す
る
衆
参
正
副
議
長
に
よ
る
議
論
の
と
り
ま
と
め
」
を
内
閣
に
送
付
し
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、

ｂ

十
日
最
高
裁
鼈
一
小
法
廷
判
決
に
よ
る
と
、
天
皇
に
は
民
事
裁
判
権
が
及
ば
な
い
と
さ
れ
て
い
る

で

国
民
の
総
意
の
代
表
た
る
国
会
が
そ
の
役
目
を
全
う

一
●

識
と
し
て
「
「
天
皇
の
退
位
等
に
つ
い
て
の
立
法
府

3



心

●

：

何

四
眞
子
さ
ん
と
小
室
圭
氏
の
御
結
婚
に
対
し
、
政
府
の
見
解
如
何
。

●

三
令
和
三
年
十
且
一
十
六
日
に
行
わ
れ
た
眞
子
さ
ん
と
小
室
圭
氏
の
御
結
婚
に
関
す
る
記
者
会
見
に
つ
い
て

●

３
政
府
と
し
て
、
眞
子
さ
ん
の
複
雑
性
心
的
外
傷
後
ス
ト
レ
ス
障
害
の
治
療
を
支
援
す
る
等
の
考
え
は
あ
る
の
か
。

２
眞
子
さ
ん
が
複
雑
性
心
的
外
傷
後
ス
ト
レ
ス
障
害
を
患
っ
た
こ
と
に
対
し
、
政
府
の
見
解
如
何
。

１
誤
っ
た
情
報
が
事
実
で
あ
る
か
の
よ
う
な
印
象
を
与
え
か
ね
な
い
質
問
」
が
さ
れ
た
こ
と
に
対
し
、
政
府
の
見
解
如

４
前
謹
一
の
３
に
お
い
て
内
閣
以
外
に
誰
も
な
い
場
合
、
時
の
政
府
は
、
法
改
正
に
よ
る
こ
と
な
く
、
皇
族
費
を
ま
っ
た

右
質
問
す
る
。

何
◎

く
支
給
せ
ず
、
し
か
も
、
皇
族
は
そ
れ
に
対
す
る
不
服
を
訴
え
る
手
段
が
存
在
し
な
い
こ
と
に
な
る
が
、
政
府
の
見
解
如

が
で
き
る
者
は
、
誰
か
。

行
っ
た
当
事
者
た
る
内
閣
総
理
大
臣
自
身
が
、
皇
族
に
代
わ
っ
て
皇
族
費
の
不
支
給
決
定
に
対
す
る
抗
告
訴
訟
を
行
う
こ

と
が
適
切
で
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
皇
族
に
代
わ
っ
て
皇
族
費
の
不
支
給
決
定
に
対
す
る
抗
告
訴
訟
を
行
う
こ
と

。

政
府
の
見
解
如
何
。

〈

〈
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（一の4について）

第91回帝国議会衆謹院本会議第9号昭和21年12月12日

○森三樹二君
巳 ● ■

第二鮎といたしまして、この皇室經濟法を通観いたしますと、國有財産に歸鬮

した残りの皇室の私有財産に關しましては、皇室經濟會議の識を經ることにな

っておるのでありますが、皇室經濟會議の識を經ましたことは國會に報告する

ことに規定せられておる面もございます｡すなわち本法の第一條末項には､國會

に報告することを規定し、また第四條の末項にも、國會に報告することを規定し
てあるのであります。これは國會が國民の代表機關であるという當然の規定で

あると私は思うのでありますが、しかしながらこの草案の内容を検討いたしま

すと、未だもって國會に報告すべき鮎が多々あるように私は考えるのでありま

す。たとえて申せば､本法案の第一條の第二項には､皇室財産から國有財産にな
ったその中から、さらに皇室の用に供する所の公用財産を決定し、またこれを康

止し､饗更することにつきまして､皇室經濟曾議の議決を經ることになっておる

のでありますが、これらにつきましては､私は一層國會に報告する所の必要があ
るということを痛感してやまないものであります。第一條の四項の規定に對し

ましては､國會に報告することを規定しておるのでありますが､それならばなお

さら第一條第二項の公用財産の決定に對しましても、皇室經濟會議の識を經ま

したことは､國會に報告することが當然であると私は考えるのであります｡すな

わち私は原則といたしましては､皇室經濟會議の識を經ましたる所の事項は､國
會に報告することが必要であると考えるものであります｡政府は､皇室經濟會識

の灘を經たることを一々國會に報告するということは事務の煩雑が生ずるため
に、かかる規定をしなかったのだというようなお考えもあるかも知れませんが、

私は民主化された明朗なる皇室の經濟に開しましては、すべから<國民の代表
機關であります所の國會には、でき得る限りこれを報告することが必要である

と考えるものでありまするが故に､私は皇室經濟會議を經ました所の事項は､國

會に報告することを必要とする所の條文を規定しなければならないと、かよう

に考えるのでありまするが､これに對し､吉田首相竝びに金森國務大臣はいかな

る御所見があるのでございますか、お伺いいたしたいのであります。
● ■ ■

●

鯵

○國務大臣（金森徳次郎君）
■ C ■

それから第二に､皇室經濟會識がその識に付します多くの事項についで､國曾

に報告する途を廣〈定むくきものではないかという御意見でありました。それ

－1－



し

､

は確かに左様な面もあると思ひますが､この法律自身は､皇室經濟會議が絶對的
に政府に報告しなければならぬという範厘 規定したのであります。 それ以外

の面におきましても、 皇室の月産に ，､い豊･しまする重要な問題につきまして

醐酋

三

覗告いたすことにしたいと考えております。

（三の3について）

・第198回国会参議院財政金融委員会（令和元年5月16日）

○政府参考人（小山永樹君） お答え申し上げます。

昭和二十二年十月十四日に皇室典範の規定に基づきまして皇室離脱した

方々、十一宮家五十一方ありまして、うち男性皇族二十六方と承知をしており

ます。

一方、その子孫の方々につきましては具体的には承知しておりませんで、そ

の後のフォローにつきましては､個人のプライバシーに関わることでもありま

〈

旧皇族は皇籍離脱後は宮内庁としてお世話申し上げるして、また、 寸象ではご

堂L珪竺生ことから､極めて慎重な対応が必要であるというふうに考えており
ます。

－2 一



〃

質問主意書に対する用例

（－の1， 3及び5について）

【｢と解するのは困難」の例】

衆議院議員長妻昭(民主)提出国家公務員の贈与等に関する質問に

対する答弁書（平成15年6月24日閣議決定）

（答弁）

十一及び十二について

贈与等報告書については､倫理法第九条第二項の規定に基づき何

人も閲覧を請求することができることとされているが、一般に「閲

覧｣の中に｢写しの交付｣が含まれると解するのは困難であること、

他の法令上､謄写等が認められる場合にはその旨が明記されている

こと等にかんがみると、同項の規定は贈与等報告書の写しの交付

（以下「写しの交付」 という｡）を権利として保障しているもので

はないと考えている。

各府省等においては、このような考え方の下、その判断により写

しの交付を行っている一部の府省等を除き､倫理法第九条第二項の

規定による閲覧の際に、写しの交付を行っていないところである。

●

鯵

（質問）

十一閲覧は､省庁によってはコピー禁止と聞くが、コピーを禁止し

ている省庁名と禁止の理由をお示し願いたい。

十二十一に関して改善の予定はあるか。コピー禁止の省庁ごとに

お示し願いたい。

－3－



(一の1， 3及び5について）

【｢客観的に明らか」の例】

参議院議員吉川沙織（立憲・国民.新緑風会･社民)提出幼児教育・

保育の無償化に係る内閣府令の誤りに関する質問に対する答弁書

（令和元年10月15日閣議決定）

（答弁）

九及び十について

今般の両府令の誤りについては､実質的な法規範の内容と法文の

表記との間に形式的な齪鶴そごが生じていることが客観的に明ら

かであり、当該齪嬬が生じたままでは実質的な法規範の内容が正確

に表現されていないため、官報正誤により訂正したものである。各

地方公共団体においては､その取扱いについて適切に判断されるも

のと考えている。

で

（質問）

九両内閣府令の誤りのある条文を引用する条例を制定した地方自

治体が存在する場合､幼児教育･保育の無償化を実施するためには、

当該地方自治体は、両内閣府令の正誤措置の内容を反映する形で

当該条例を改正する必要があるのか、政府の見解を明らかにされ

たい｡改正の要否が当該引用の態様等により異なる場合には、どの

ような場合には改正が必要となるのか、具体的に説明されたい。

十前記九において、当該条例を改正する必要がある場合､いつまで

にこれを行う必要があるのか明らかにされたい。また､改正が行わ

れるまでの間における当該条例の効力及び当該条例を根拠として

実施した幼児教育･保育の無償化の効力は､それぞれどのように評

価されるのか、政府の見解を示されたい｡

－4－



（－の4及び6について）

【｢○○（当時)」の例】

参議院議員小西洋之(立憲)提出菅政権の存立危機事態等への認識

に関する質問に対する答弁書（平成2年10月2日閣議決定）

（答弁）

四について

我が国及びアメリカ合衆国は、日本国とアメリカ合衆国との間の

相互協力及び安全保障条約（昭和三十五年条約第六号）第五条に

基づき、我が国の施政の下にある領域における、いずれか一方に対

する武力攻撃が発生した場合に、自国の憲法上の規定及び手続に

従って、共通の危険に対処するように行動することとなる。 その

上で、 日米両国は、平成二十九年二月十日 （米国東部時間）に宏倍

内閣総理大臣（当時)及びトランプ米国大統領が発出した共同声明

において、 「核及び通常戦力の双方によるあらゆる種類の米国の軍

事力を使った日本の防衛に対する米国のコミットメントは揺るぎ

ない」ことを確認した。

謬

（質問）

四 日米安全保障条約第五条に基づいて締約国が共通の危険に対処

するように行動することの中には、米国が核兵器を使用すること

も含まれるのか。

霞

（三の1について）

【｢政府として見解を○○○立場にはない」の例】

参議院議員嘉田由紀子(碧水)提出離婚後の親権のあり方に関する

質問に対する答弁書について（令和元年12月17日閣議決定）
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･

、

（答弁）

三について

最高裁判所事務総局家庭局長の御指摘の答弁における具体的な

文言が意味するところ等については､璽府として見解迄述べる塑

にない。

（質問）

三昭和四十年十二月八日の「子の監護に関する審判事件の審判に

対する即時抗告事件｣の東京高等裁判所の決定では､親権を失った

母親が子どもとの面会交流を求めたのに対し、東京高等裁判所は

「母親が子に面会交流することは、子の利益にならないものと考

えこれを許可しないのが相当」とし､その申立てを却下しています。

本年十一月二十一日の参議院法務委員会で、最高裁判所家庭局長

は、 「広く子の福祉が問題となる調停事件の当事者に対して、子の

利益を考慮しながら、子を中心とした解決に向けて話合いを進め

ること」とし､紛争解決を促す答弁をしています｡最高裁判所家庭

局長のいう 「子の福祉｣、 「子の利益」と､前記東京高等裁判所の決

定における「子の利益」とは、同じ意味で用いられているのでしょ

うか｡両者の関係をどう整理するのか､政府の理解するところを示

してください。

て

〔

（三の1について）

【｢見解を申し上げる立場にはない」の例】

衆議院議員照屋寛徳(社民)提出在沖米海兵隊とアメリカの海外基

地見直しに関する質問に対する答弁書について（平成16年2月13

日閣議決定）
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（答弁）

二について

今般のイラク情勢に関するものを含め､アメリカ合衆国(以下｢米

見解を申し上げる立場国」という｡）軍隊の個々の運用について

』三i主進上』。

（質問）

二政府は、ロバート・ブラックマン中将が発表した前記在沖米海兵

隊約三千人のイラク派遣をどのように受け止めておるのかお示し

願いたい。
●

（三の2について）

【｢個人のプライバシーに関わる事柄」の例】

衆議院議員柚木道義(立国社)提出黒川前東京高検検事長の処分に

関する質問に対する答弁書について（令和2年6月5日閣議決定）

（答弁）

四について

お尋ねの｢黒川氏の｢退職金｣の総額｣及び｢支給額はいくらで、

いつ支給されたのか」については､個人のプライバシーに関わる事
鯵

樋であり、お答えすることは差し控えたい。

一般論として､国家公務員が退職した場合に支給する退職手当に

ついては､国家公務員退職手当法(昭和二十八年法律第百八十二号）

の規定に基づき算出された額について、原則として､職員が退職し

た日から起算して一月以内に支払われることとされている。

また、御指摘の「再調査を行う場合｣に係る仮定の質問に対する

お答えは差し控えたい。
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（質問）

四黒川氏の退職金

黒川氏の「退職金」の総額はいくらか。また、退職金は一般的に

退職後何日後に支給されるのか。

黒川氏の退職金は既に支給済みであれば､支給額はいくらで、い

つ支給されたのか｡また退職金支給額の算出方法は何に基づくもの

か。

再調査を行う場合、退職金の支給は、再調査結果が出て、再処分

が決定するまでの間は凍結するべきだが､各々について政府の見解

を示されたい。
（

（三の2について）

【｢政府として見解を○○○ことは差し控える」の例】

参議院議員小西洋之(立憲)提出日露戦争に関する明治天皇の御製

を引用した安倍総理の施政方針演説が憲法に反することに関する質

問に対する答弁書について（平成31年2月8日閣議決定）

(答弁）

一から四までについて

御指摘の御製の由来やそれに対する論評､見解等に係るお尋ねに

ついては、政府として見解を述べることは差し控える。その上で、

〔

御指摘の安倍内閣総理大臣の施政方針演説においては、明治以降、

日本人は幾度となく大きな困難に直面するも、そのたびに、大

きな底力を発揮し、人々が助け合い、力を合わせる ことで乗り

越えてきたことを受けて、急速に進む少子高齢化、激動する国際情

勢に、今を生きる私たちも また、立ち向かわなければならない

との文脈で引用したものであり、 「憲法第九条の理念に反する｣、

「憲法前文の平和主義及び国民主権の理念に反する暴挙｣、「日本国
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憲法の平和主義及び国民主権の理念 を根底から否定する施政方

針演説を行った」等の御指摘は当たらない。

（質問）

一安倍総理は、平成三十一年一月二十八日の参議院本会議におけ

る内閣総理大臣施政方針演説において､明治天皇の御製である「し

きしまの大和心のを鼻しさはことある時ぞあらはれにける」

との歌を引用している｡この歌は､明治天皇が日露戦争に際して詠
んだものとされているが、安倍総理はこの歌が詠まれた由来をど

のように理解し､かつ、この歌が第二次世界大戦以前の日本社会に

おいてどのような意味のものとして論評等されるとともに社会に

おいて受け止められてきたと理解しているのか。

二前記一について、明治天皇の御製である「しきしまの大和心の

をLしさはことある時ぞあらはれにける」 との歌は日露戦争

の戦意高揚のために詠まれたものであるとの見解があるが、こう

した見解について安倍総理はどのような認識にあるのか。

三日露戦争は、 日本が朝鮮半島や中国大陸の覇権をロシアと争っ

た戦争であるが、その戦争に際して大日本帝国憲法下の天皇が詠

んだ歌を施政方針演説に用いて、 「激動する国際情勢」などに「立

ち向か」い、 「共に力を合わせ」ようと国会及び国民に呼び掛ける

ことは、 「国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使

は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する」と

定めた憲法第九条の理念に反するとともに、 「日本国民は、 （中略）

政府の行為によって再び戦争の惨禍が起ることのないやうにする

ことを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法

を確定するj と定めた憲法前文の平和主義及び国民主権の理念に

反する暴挙ではないか。

四前記三について､安倍総理は、日本国憲法の平和主義及び国民主

鯵

鯵
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権の理念を根底から否定する施政方針演説を行ったのであり、即

刻総理辞職をすべきであると考えるが、安倍内閣の見解を示され

たい。

（三の3について）

【『基本的に」の例】

参議院議員小西洋之（立憲・国民．新緑風会・社民）提出安倍総理の

防衛大学校の卒業式での訓示に関する質問に対する答弁書(令和2年

6月30日閣議決定）
で

（答弁）

二について

今般の自衛隊による情報収集活動については､我が国と中東地域

の関係国との間の良好な二国間関係や､我が国の活動に対する理解

を促進するための外交努力等を踏まえれば､特定の国家が、 日本関

係船舶であることを認識し､これらの船舶に対して武器等を使用し

た不法な侵害行為を行うことは基本的にないと考えており$このこ

とを前提にすれば、当該自衛隊による情報収集活動が、憲法第九条

との関係で問題を生ずるものではないと考えている。

また、一般論として、政府としては、従前から、自衛隊がその任

務を遂行するために行う情報収集活動によって得られる情報を､一

般的な情報交換の一環として提供することは､実力の行使に当たら

ず、憲法上の問題はないと考えているところ、今般の自衛隊による

情報収集活動に際して実施する米国等との情報共有は､航行の安全

確保のための一般的な情報交換の一環として実施するものであり、

憲法上の問題はないと考えている。

これらの趣旨は､令和二年一月十七日の衆議院安全保障委員会及

（
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び同日の参議院外交防衛委員会における政府の答弁を始めとして、

同月二十日に召集された第二百一回通常国会を通じて､累次の機会

に政府として答弁してきたところ、 「憲法九条への適合性について

の国会質問に対して安倍総理ら政府は徹底した答弁拒否を講じて

いる」 との御指摘は当たらず、 「こうした安倍総理ら政府の姿勢こ

そ、 自衛隊員やその家族の尊厳を重んじない暴挙というべきもの」

との御指摘は当たらない。

（質問）

二当該自衛隊の中東派遣については、過去の自衛隊の海外派遣の

際の｢非戦闘地域｣等の自衛隊が他国軍との戦闘に巻き込まれず、

かつ、 自衛隊が他国軍の武力行使と一体化することがない法律に

よる仕組みが何ら講じられていないが、その憲法九条への適合性

についての国会質問に対して安倍総理ら政府は徹底した答弁拒否

を講じているが、こうした安倍総理ら政府の姿勢こそ、自衛隊員や

その家族の尊厳を重んじない暴挙というべきものでないのか、安

倍総理及び政府の見解を示されたい。

●

（三の3について）

【｢皇族の身分を離れた」の例】

参議院議員熊谷裕人（立憲・国民．新緑風会･社民)提出旧皇族の

現状に関する質問に対する答弁書（令和2年1月31日閣議決定）

鯵

（答弁）

一から三までについて

お尋ねの「いわゆる伏見宮系の旧皇族の方」及び「令和の時代に

ふさわしい皇室のあり方｣の具体的に意味するところが必ずしも明

らかではないが､政府としては､昭和二十二年に皇族の身分を離れ
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凸

た方々の子孫の現状について承知していない。

いずれにせよ、安定的な皇位の継承を維持することは、国家の基

本に関わる極めて重要な問題であり、男系継承が古来例外なく維持

されてきたことの重み等を踏まえながら､慎重かつ丁寧に検討を行

う必要がある。

また、女性皇族の婚姻等による皇族数の減少等については、皇族

方の御年齢からしても先延ばしすることはできない重要な課題で

あると認識している。この課題への対応等については、様々な考え

方や意見があり、国民のコンセンサスを得るためには、十分な分析､

検討と慎重な手続が必要である。

引き続き、天皇陛下の御即位に伴う行事等が控えているところで

あり、政府としては、これらがつつがなく行われるよう全力を尽く

し、その上で、 「天皇の退位等に関する皇室典範特例法案に対する附

帯決議」 （平成二十九年六月一日衆議院議院運営委員会）及び「天皇

の退位等に関する皇室典範特例法案に対する附帯決議」 （平成二十

九年六月七日参議院天皇の退位等に関する皇室典範特例法案特別

委員会）の趣旨を尊重し、対応してまいりたい。

で

（質問）

一いわゆる伏見宮系の旧皇族の方には、歴代天皇と男系でつなが

る男子が数名いると承知しているが、政府の把握しているところ

を示されたい。

二前記一に関連して､安倍総理は｢旧宮家の皇籍復帰等々も含めた

様々な議論があることは承知をしております」と発言しているが、

政府として､皇籍復帰について、このような旧皇族の方々と接触し、

その意向を確かめたことはあるのか。

三安倍総理は、 「旧宮家の皇籍復帰等々も含めた様々な議論がある

ことは承知」した上で、このような旧皇族の方々に皇族へ復帰して

〔
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いただく方策を模索し、 「国民のコンセンサスを得る」べく努力す

るのか｡それとも、広く国民的議論を踏まえて、令和の時代にふさ

わしい皇室のあり方を模索するのか｡｡安倍総理の見解如何。

（三の3について）

【｢政府において」の例】

参議院議員矢田わか子（立憲・国民新緑風会・社民）提出放課後

児童クラブに関する質問に対する答弁書について（令和2年6月16

日閣議決定） 鰯

（答弁）

四について

お尋ねの「処遇改善に向けた具体的な施策」については、政府に

おいて､平成二十九年度から放課後児童支援員キヤリアアップ処遇

改善事業を実施しているところであり、引き続き、設備運営基準第

十条第一項に規定する放課後児童支援員の処遇改善に努めてまい

りたい。

（質問）

四放課後児童支援員の処遇について、勤続年数や研修実績等に応

じて月一万円から三万円の賃金改善に要する費用を補助する「キ

ャリアアップ処遇改善事業」が平成二十九年度から実施されてい

るが、それでも支援員の処遇は依然として他職種に比べて低位の

状況にある。一方、政府は人材確保が困難なことを理由に、令和二

年四月から職員の資格と配置基準を｢参酌化｣としたが､子どもが
安心して過ごすためには､施設で働く職員が専門性を高め､やりが

いを持ち働き続けられる環境整備が欠かせない。まず行うべきこ

とは、職員の資格取得支援と処遇改善を行うことによって人材を

鯵
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確保することと考えるが、政府のさらなる処遇改善に向けた具体

的な施策を明らかにされたい。

（三の3について）

【｢対象ではない」の例】

衆議院議員奥野総一郎(民主)提出原発事故の指定廃棄物処分場に

関する質問に対する答弁書（平成27年5月12日閣議決定）

（答弁）

十二について

お尋ねの「環境影響評価」の意味するところが必ずしも明らか

ではないが、本件施設は、環境影響評価法（平成九年法律第八十

一号）の対象ではない。

r

（質問） ．

十二環境影響評価は、どのように行うのか｡具体的に示されたい。

（三の3について）

【｢○○○」の意味するところが必ずしも明らかではない」の例】

参議院議員浜田聡(みん)提出民間企業の障害者雇用の実態と今後

の支援策に関する質問に対する答弁書（令和2年11月24日閣議決

定）

（

（答弁）

三について

御指摘の｢地域特性等において就労が困難な障害者よの意味する

ところが必ずしも明らかではないが、 就労が困難な障害者を含む
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障害者の就労支援については、公共職業安定所において、地域の実

情も踏まえ、障害者就業･生活支援センター等関係機関と連携して

障害者本人に対する就職から職場定着までの一貫したきめ細かな

支援を行っているところである。

（質問）

三地域特性等において就労が困難な障害者への具体的な支援策は

あるか。具体的な支援策が無い場合、検討する考えはあるか。

●
(四について）

【｢述べられているとおりである｡」の例】

衆議院議員逢坂誠二（立憲)提出DDHの航空機運用能力向上に

係る調査研究に関する質問に対する答弁書について（平成30年6

月19日閣議決定）

（答弁）

一から三までについて

お尋ねについては、現時点においても、本年三月二日の参議院予

算委員会における小池晃議員の質疑に対する小野寺防衛大臣の答

弁において述べられているとおりである。
鯵

(質問）

一平成三十年三月二日、参議院予算委員会で小野寺防衛大臣は、

「現状においても、 「ひゆうが」及び「いずも」型護衛艦は、その

艦上において哨戒ヘリ及び輸送ヘリという複数の機種の同時に運

用することを想定」していると述べた上で、 「護衛艦において運用

する機数及び機種数を増加させ、長期間継続的に運用することを

想定した場合に必要となる整備や燃料補給等に必要な艦内及び艦
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上の装備品や設備について調査」を行っていることを明らかにし

た。この調査では、 「『ひゆうが」及び「いずも」型の護衛艦につい

て､変化する安全保障環境や急速な技術革新に対応できるのか、ど

の程度の拡張性を有しているのか、最新の航空機のうちどのよう

なものが離発着可能なのかなど、現有艦の最大限の潜在的能力を

客観的に把握する」ためのものであるものの「護衛艦「いずも」を

今後どのように運用していくか、 F35Bを自衛隊が導入するか

否か､護衛艦｢いずも」にF35Bを搭載させるか否かということ

については何ら決まっておりません」と発言した｡現時点において

も、 「いずも｣型護衛艦にSTOVL機(短距離離陸･垂直着陸機）

であるF35Bを搭載されるか否かは決定されていないという理

解でよいか。

二 「DDHの航空機運用能力向上に係る調査研究」においては、

「｢ひゆうが｣、 「いずも」においては、回転翼有人機、これヘリコ

プターでありますが、これだけを現在運用しておりますが､運用し

ていない有人の固定翼機や無人の回転翼機、固定翼機といった新

しいカテゴリーの機体について調査を行っております。新型機種

としては、こういう意味で、このカテゴリーごとに調査をしており、

具体的には､米軍が運用しているものとして、まず固定翼有人機の

うち艦艇に離発着できる短距離離陸・垂直着陸機の代表例として

F35B、それから回転翼無人機の代表例としてMQ8Cフアイ

アースカウト、固定翼無人機の代表例としてRQ21Aブラック

ジャックを調査」したという理解でよいか。

三二に関連して、 「DDHの航空機運用能力向上に係る調査研究」

で検証した機体について、 「今後の結論を予断せずに様々な基礎的

な情報収集をするものであり」 「自衛隊がこれらの機体を導入する

ことを前提としているわけではありません」との見解は変わりな

（

（

いか。
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口

令和3年7月21日

宮 内 庁

皇室経済法の解釈について ．

(皇族の身分を離れる際の一時金額による皇族愛）

鯵惠索経済法第6条は皇族蜜について規定しており、第1項において皇族喪を支出する場合

が3種類あることを定めている。その一つとして、「皇族であった者としての品位保持の資に

充てるために、皇室典範の定めるところによりその身分を離れる際に一時金額として支出す

る皇族擬」がある。

上配の一時金額による皇族錐（以下「一時金」という｡）は、同条第7項第1号及び第2号

に掲げる額を超えない範囲内において、皇室経済会議の職を経て定める金額とするとされて

いるが、皇族の身分を離れる者から、一時金を受け取らない旨の事前の意思表明がある場合

は以下のとおり取り扱うこととする。

塵宰経済法第6条第1項に基づく一時金を支出しない。

塵宰経済法第6条第7項に基づく皇室経済会議は開催しない。

鯵

1
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6

(参考）

1 ．政府による皇室経済法第6条第1項に基づく一時金の支出義務について

（支出義務を負うことについて）

日本国憲法は皇室制度の存在を前提としており、政府は皇室制度を円滑に運用する責任を

負っていると解される。皇室に関する事務を担任するために設題された行政機関として宮内

庁が股置されているのは、その一つの表れである。

日本国憲法の下で、皇族は明治窓法下のような形では自らの財産を保有・運用することは

できないこととされる一方で、皇族の身の回りの愛用は基本的には皇族謎によってまかなう

こととされており、その支出は皇室の維持に不可欠なものといえる。こうしたことから、政

府は、皇室制度の円滑な運用に対する責任の一環として、基本的には皇族蚤を支出する義務
があると解される。

皇族の身分を離れる際に支給される一時金についても、元皇族の方が品位を保持されるこ

とIま皇室制度の円滑な運用の観点から公益的な意鍍があると考えられることから支給されて
いると解するのが相当であり､一時金についても政府は基本的には支出する穣務があると考

えられる。

もっとも、皇族費については、皇室制度の運用責任を果たすために政府に公益的観点から

支出義務が課されるものであり、また、何らかの対価として支出するものともいえないこと
か.らすると、皇族が賀用の支出を求める権利を有することとはならないものと解される。

で

（支出義務が例外的に免除される場合について）

一般に、政府が一定の目的のために支出することとされる場合において、その目的が達成

されないことがあらかじめ明らかであるようなときにまで、その支出義務を負うと解するの

は困難である。

かかる観点から､当該一時金は品位保持の麦に充てるためのものであることから考えれば、

皇族の身分を離れる方が当該一時金を品位保持の資に充てる意思を持っていないことが客観

的に明らかな例外的な場合まで政府は支出義務を負うものではないものと解すべきである。

＆
（当該一時金を品位保持の責に充てる意思を持っていないことが客観的に明らかな場合につ
いて）

当該一時金を品位保持の壷に充てる意思を持っていないことが客観的に明らかであるとい

えるかどうかは、諸般の事楕を総合考慮して判断することになると考えられるが、皇族の身

分を離れる方において一時金を受け取らないという意向が事前に明らかにされているという

事悩があれば､｢当該一時金を品位保持の資に充てる意思を持っていないことが客観的に明ら

か」であるといって差し支えないものと考えられる。

（品位保持の黄に充てる意思の有無の判断権者について）

宮内庁法第2条第7号で宮内庁は「皇族に関すること」について所掌しており、皇族の身

分を離れる者に対する一時金についても所掌していると解される。したがって、品位保持の

黄に充てる意思の有無に関する判断は、その行政機関の長である宮内庁長官により行われる
ものと解される。

2
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（皇室経済会職の開催の要否について）

塵室経済法において一時金の額を定める際に皇室経済会繊の職を経ることにしているのは、

それぞれの場面で必要な金額についてどの程度の水準が適当かあらかじめ定めることができ

ないことから、支出義務がある場合にその金額を定める必要があるためと解される。

一方、皇室経済会議が一時金の支出義務自体の存否の判断について役割を果たすことは制

度上想定されていないと解される。なぜなら、皇室経済法の規定上、皇族蕊のうち皇室経済
会議の継を経ることなく支出することとされているものは存在しており、それらについても

品位保持の麓に充てる意思の有無を判断することは当然必要であるからである。

したがって、宮内庁長官が一時金の支出義務がないと判断した以上、さらに皇室経済会殿

の砿を経る必要はないものと解される。

鍾（支出凝務を負わないことが確定する時期について）

皇族の身分を離れる方が－時金を品位保持の変に充てる意思を有するかどうかに関する宮
内庁長官による判断、すなわち、一時金の支出義務の有無の判断は、当該皇族の身分を離れ
る方が当該意思を有していないことが客観的に明らかであると腿める事情が存している限り、

いつでもなし得るものと考えられる。もっとも、皇室経済法第6条第1項において、 「皇族

が…その身分を離れる際に」一時金を支出するとされていることを踏まえると、政府が一時
金の支出義務を負わないことが最終的に硫定するのは、当該皇族の身分を離れる方がその身

分を離れる時であると解され、仮に、当該皇族の身分を離れる方が、その身分を離れる前に
おいて、一時金を受け取らないというそれまでの意向を変え･られ、一時金を品位保持の黄に

充てる意思を有するに至った甥合は、政府は、一時金の支出義務を負うこととなり、支出義
務を負うとの判断をした後、速やかに皇室経済会瀧を開催することとなると考えられる。他
方、仮に、当該皇族の身分を離れる方が､:その身分を離れた後に、一時金を品位保持の資に
充てる意思を有するに至った墹合については、当該皇族の身分を離れる方がその身分を離れ
る時に政府が支出義務を負わないことが確定しており、政府が新たに支出義務を負うことと
はならないと考えられる。

霞

3
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2．意思表明の政治関与の有無

皇族が、政治的な意味を持つ、あるいは政治的な影響を持つような言動をすることを

慎むべきことは当然である。

しかし､皇族の身分を離れる方が一時金の受領に関し何らかの意思を表明することは、

当骸一時金の受領という、個別的な事柄についての当該皇族自身の個人としての行為な

いし対応に関する考えを述べるものに過ぎず、現行制度そのものの改変を意図するとい

った政治的見解を持つ、あるいは政治的な影響を持つような発言とはみられない。

したがって、そうした意思表明は制度のあり方を左右するようなものではなく、国政

への関与に該当せず、憲法上の問題を生ずることにはならないと考えられる。

〈

《
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(長官） 冒頭，私から発言させていただきます。

まず，御結婚の期日につきましては，先ほど皇嗣職大夫から発表があ
りましたように，眞子内親王殿下には小室圭氏と10月26B(火）

に御結婚なさることになりました。

儀式の関係であります。御結婚に際し，納采の儀告期の儀及び入

第の儀並びに御結婚式を執り行わないこととされたことについては，

皇嗣職大夫の会見において説明されたとおりであります。

賢所皇霊殿神殿に謁するの儀及び朝見の儀については，天皇陛下が

御主宰になる儀式でありますが，天皇陛下におかれては，現下の状況

を踏まえられ，執り行われないこととされたところであります。

なお，眞子内親王殿下には，天皇陛下の思し召しをいただき，賢所

皇霊殿神殿への庭上からの御拝礼や，天皇皇后両陛下への御挨拶をな

さる御予定であります。

●

一時金についてであります。眞子内親王殿下には，御結婚により皇
＊

刀個l参

呂'八

卸‘ ,ﾛ婚に勝般下の御荊

のといたしました。

なお,皇室経済会議は開催いたしません。宮内庁としては御結婚に

向けての諸準備をつつがなく進めていただけるようお支えしてまいる

所存です。

以上です。

(記者） まず，賢所皇霊殿神殿に謁するの儀と朝見の儀について， これは陛

下の御主宰ですけれども行われないというのは，現下の状況を踏ま

えてと説明があったのですが， もう少し具体的に教えていただけます

か。

(長官） 天皇陛下には，本年のお誕生日に際しての記者会見において，眞子

内親王殿下の御結婚について， 多くの人が納得し喜んでくれる状況に

なることを願っておられる旨，お述べになられており，国民の間で様々

な受け止めがあることなど現下の状況を踏まえられ，御結婚に伴うこ

れらの儀式については執り行わないこととされたと伺っております。

(記者） 両陛下への御挨拶という御紹介もありましたけれども， これはいつ

なのか。また，宮中三殿庭上での御拝礼については。

(長官） まだ日程は決まっておりません。

(記者） 上皇上皇后両陛下への御挨拶というのは。

鯵
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(長官）

(記者）

あると思います。

宮中三殿への御参拝ですとか両陛下への御挨拶というのは，儀式と

いう形ではなくて。

そうですね。そういう御理解で。

御挨拶は眞子さまお一方で行かれるのですか。

お一方です。

小室さんは御挨拶には。

伺っておりません。 ．

一時金についてですが，支給しないという決定というのは。これは

宮内庁長官の判断で決断されたということですか。

そうです。支出する責任は宮内庁にありますので，宮内庁の長たる

私が支出をしない決定をしたということであります。

皇室経済会議を行わないというのはbこれは皇室経済法で，－時金

については額を決定するというようなことが雷いてあったと思いま

すけれども，そういった文面を踏まえてということですか。
御指摘のとおりです。まず，皇室経済会議の開催の要否につきまし

ては，宮内庁法第2条第4号におきまして，皇室経済会議に関するこ

とについて宮内庁の所掌事務とされておりますので,その組織の長で

ある宮内庁長官がまず開催の要否を判断するという理解であります。

この皇室経済会議はあくまで支出すべき一時金の額を決める機関で

あり，支出の要否そのものを判断するための機関ではないことから,

今回は皇室経済会議を開催する必要がないと判断いたしました｡一

そうしますと，まず長官が開催の要否を決めるに当たって，今回開

催する必要はないと判断した理由は．眞子内親王殿下の御意向を踏ま

えてという,そういう理解でよろしいですか｡

そうですね。御意向を踏まえて支出しないという結論がありますの

で， 当然，皇室経済会議を開く必要もないということです。

先ほどの皇嗣職大夫のお話ですと，婚姻届を提出された後におニ方

で記者会見をされると。その場合,仕切りは宮内庁と考えられますか。

その辺は具体的に聞いていませんが，記者会見に関してはやはりお
支えする必要はあるかと思います。

一時金のところで，今までは支給に関しては御対象方の御意向とい

うのは問題になってなかったと思いますけれども,今回，御意向を踏

まえる理由というのは何なのでしょうか。

今までそういう御意思が表明されたことはなかったですから。今回

は眞子内親王殿下から辞退をするという御意思が表明されたからで

(長官）

(記者）

(長官）

(記者）

(長官）

(記者）

(長官）

で
(記者）

(長官）

(記者）

〈
(長官）

(記者）

(長官）

(記者）

(長官）
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す。

先ほども少し御説明があったのですけれども，長官が填子内親王殿

下から一時金の辞退について耳にされたのはいつぐらいからで，その

後の経過についてお話いただけますか。

お答えは差し控えさせていただきます。皇室の皆様方といつ， どう

いうお話をしたかということについては，基本的にはお話しするべき

ことではないと私は考えておりますので，お答えは差し控えさせてい

ただきたい。

眞子さまが「複雑性PTSD」という状態にあるということなんで

すけれども，それに対する長官としての受け止めをお願いします。

今回，専門医の診断によりまして， 「複雑性PTSD」と診断される

状態になっておられるということをお聞きした時は，大変，精神的な

御負担が大きかったのであろうと感じました。また，そうした状況に

眞子内親王殿下が置かれているということを伺って，お支えする宮内

庁長官としては申し訳ない気持ちであります。

長官がそれをお聞きになったのは，いつ頃ですか。

お答えは差し控えますが，診断が下された後，お聞きしました。

今回の御結婚そのものに対して，改めて長官のお気持ちであったり

受け止めをお聞かせ願えますでしょうか。

私の受け止めでありますが，翼子内親王殿下には様々な公的御活動

に心を込めて取り組まれると共に，秋篠宮皇嗣同妃両殿下の御活動を

真鼈にお支えになるなど， これまで内親王として誠心誠意お務めを果

たしてこられたものと存じます。眞子内親王殿下の新しい門出に当た

り，今後の御多幸と御健康を心よりお祈り申し上げます。

御結婚に関して天皇陛下の受け止めやお気持ちを伺ったりしていま

すでしょうか。

まず，天皇皇后両陛下には，眞子内親王殿下がこれまで皇室の一員

として様々な公的御活動に真筆に取り組んでこられたことに対して，

心からのお労いのお気持ちをお持ちでいらっしゃいます。また,今後，

幸せな人生を歩んでいかれることを願っておいでです。

今,御結婚についての長官の受け止めをお伺いしたんですけれども；

儀式を行わないですとか一時金を辞退されるという異例の形かと思

いますけれども，その点については長官として何かございますでしょ

うか。

まず，儀式を行われないということは天皇陛下の御判断であります

し，一時金につきましては先ほど申し上げたとおり，眞子内親王殿下

(記者）

(長官）

(記者）

(長官）

●

(記者）

(長官）

(記者）

(長官）

霧(記者）

(長官）

(記者）

(長官）
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の御意思を踏まえまして宮内庁として決定をしたということであり

ます。

通常，御結婚の時には長官の談話というのが出ているんですけれど

も，今のが談話みたいになってしまっているのですが，当日というの

はまた長官が何らかのコメントというのをお出しするのでしょうか。

今のところはありません。この受け止めは当日であっても変わりま

せんから。

ということは， これが長官談話ということになるのか。

そういう扱いをしていただいて結構です。

長官はこれまでの会見で，小室家側に納得のいく説明というのを願

われたということがあったかと思いますが，今回，残念ながら国民が

納得できないという形で，儀式を行わないという結果になってしまっ

たという。

納得できないとは言っていないですよね。様々な受け止め方がある

という。というのは祝福される方々もいるというふうには聞いており

ますから。すみません，途中で。

説明責任というか，小室家側のトラブルに対する説明というのは求

められていますけれども，今回それが国民の方々に納得できるよう

な形になったというふうには。長官はどうお考えですか。

小室家のいわゆる金銭トラブルと言われている事柄につきましては，

私は昨年12月の会見におきまして，小室さん側が説明をしていただ

くということが重要だと申し上げて，その後,今年4月に小室さんの

お母さんと元婚約者の方との間のいわゆる金銭トラブルと言われて

いる事柄についての文章が公表された，その文章に記載されている金

銭トラブルと言われている事柄に関する事実関係，あるいは小室さん

側と元婚約者との間の話し合いの経緯について，私は理解できたと申

し上げたところでありまして，現時点でそれ以上， 申し上げることは

ございません。

誹誘中傷と言われていることによって「複雑性PTSD」と診断さ

れたということを聞いてですね， 日本人の誰もが思い出すのは199

3年の皇后バッシング，あれと全く同じことですよね。当時も誹諺中

傷という上皇后さまが責められるという一連の報道があって､倒れら

れて声を失われる事態がありましたよね。当時言われたのはですね，

ここまでになる前に宮内庁としてもうちょっと早くやりょうがあっ

たのに，初動が遅れたのではないかというそういう批判があったんで

すね。今回も同じような批判が出るかも知れない。宮内庁はどうする

(記者）

(長官）

(記者）

(長官）

(記者）

〔

(長官）

(記者）

(長官）

(．

(記者）
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のか， これから。小室さんの私的な問題なのでなかなか動けないとい

う事惰があったかも知れないけれども，眞子さまがそういうふうな症

状を示されているという時点で， もう少し，初動というか早めにでき

たのではないかという批判も出てくるかも知れませんが‘そこはどう

お考えですか。

2年前の私の会見での御指摘は今も覚えておりまして，やはり誤っ

た報道には的確に反応すべきではないかというお話があったという

のは今も覚えております。ただ‘一般論として申し上げますと，今回

そもそも誹譲中傷というのは具体的に何かということは，私は伺って

おりませんので，皆様方の報道が原因だということではないと私は認

識をしております。その前提で，一般論として申し上げますと，報道

の中には事実と異なる記事や誤った事実を前提にして書かれた記事

も多々見られるところではありますが，そうしたことで，その事実と

異なる，それが事実として受け止められて，広く社会一般に誤った認

識を与えることになってしまう。それはやはり宮内庁として正確な事

実関係を指摘して，今までもしてきましたし，ホームページ上でいろ

いろな見解を表明してきたところです。ただ，難しいのは報道が非常

に数多くありますので，その中で事実に反するものがあっても，一つ

一つに対応することは極めて困難であります。一つの記事等を事実で

はないと否定すれば，残りは事実であると認めているというような観

点もございます。そうしたこともあって，なかなか難しい面もあるの

ですが，ただ，今回，眞子内親王殿下がこういう状況に置かれてしま

ったということについては，私自身，紐泥たる思いはあります。

これは宮内庁に直結する問題じゃないかも知れませんが，過去，問

題があったですねSNSの誹諺中傷のね， これも被害者が場合によっ

ては命を絶つことがですね，今回，精神的にダメージを受けるまで何

も発信できない状況が事態を悪化させている訳ですね。だから今i世

間的にはもっと早く声を上げていこうという流れになっている訳で

すね。だからギリギリまで誹誘中傷と感じられるものを受けた人がで

すね，健康を害するまで動けないというのは問題ではないかという流

れになっているんですね。だから今回の事態がどういう影響を与える

かどうか分からないんですけれども，ほかにやりょうがあったのでは

ないかと思います。どうしてほしいということでもないんですけれど

も。

インターネット上の書き込みによる誹誇中傷が現在，社会的な問題

になっているのは事実だと思います。今後，関係機関による取り組み

(長官）

●

(記者）

鶴

(長官）
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が更に進み，社会全体の対応が進んでいくということを私自身は期待

したいと思います。

「複雑性PTSD」という症状が出ないようにするのが改善の前提

だという，先ほどそういう説明がありましたけれども，その状況を改

善するために公表するということはお考えにはならなかったのです

か。

何を公表するんですか。

つまり，眞子さまがそういう状況にあるということを，速やかにで

はなくてもある時点で「複雑性PTSD」になっているという状況を

公表するというお考えにはならなかったか。

今回，公表したじゃないですか。

いや，そのタイミング以前に， という意味ですが。

そういうことですか。それはいろいろな検討の結果，今日，公表す

るのが一番良いのではないかという判断だったということで御理解

いただければと思います。

長官が「複雑性PTSD」であることをお知りになったのはいつ頃

ですか。

お答えは差し控えたいと思います。秋山先生の方からもそういう話

はなかったと認識しております。

結婚の期日を含めて，今日, 10月1日に公表，発表したというの

は，何か理由があるのですか。

時期については皇嗣職大夫が説明したと思いますけど，その説明の

とおりであります。

(記者）

(長官）

(記者）

(長官）

(記者）

(長官）

で

(記者）

(長官）

(記者）

(長官）

〈
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皇室経済主管

眞子内親王殿下が皇族の身分を離れられる際の皇族費について（伺い）

婚姻に伴い眞子内親王殿下が皇族の身分を離れられるに際し，御本人の御意向を

踏まえ,皇室経済法第6条第1項に定める一時金の支出を行わないこととしてよい

か，伺います。



※黒塗りか所は眞子内親王殿下の署名がある。

宮内庁長官殿

私は、小室圭氏との婚姻により皇族の身分を離れるに際し、皇室経済法第6条

〈 第1項に定める一時金の受給を辞退いたします。

令和3年？月2＆日

’

（

ー■一

● ｡
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●

(記者）異例の結婚になりましたけれども，その辺についても。

(長官)繰り返しになりますが,眞子さまには様々な公的御活動に心を込めて取

り組まれると共に，秋篠宮皇嗣同妃両殿下の御活動を真筆にお支えになるなど,

これまで内親王として誠心誠意，お務めを果たしてこられたものと存じます。こ

の度の御結婚に当たり，お二人の御健康と末永いお幸せをお祈りいたします具
『

。

霧
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○日本国憲法（昭和二十一年憲法） （抄）

第一条天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であって、この地位

は、主権の存する日本国民の総意に基く。

第三条天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要と

し、内閣が、その責任を負ふ°

第四条天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ､国政に関す

る権能を有しない。

②天皇は､法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任するこ

とができる。

く
第六条天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。

②天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。

第七条天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する

行為を行ふ°

一憲法改正、法律、政令及び条約を公布すること。

、二国会を召集すること。

三衆識院を解散すること。

四国会議員の総選挙の施行を公示すること。

五国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び

大使及び公使の信任状を認証すること。

六大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を認証すること。

七栄典を授与すること。

八批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。

九外国の大使及び公使を接受すること。

十儀式を行ふこと。

（

○皇室典範（昭和二十二年法律第三号） （抄）

第十二条皇族女子は､天皇及び皇族以外の者と婚姻したときは､皇族の身分
を離れる。

－30－
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○皇室経済法（昭和二十二年法律第四号） （抄）

第三条予算に計上する皇室の費用は、これを内廷費､宮廷費及び皇族費とす

る。

第六条皇族費は､皇族としての品位保持の資に充てるために､年額により毎

年支出するもの及び皇族が初めて独立の生計を営む際に一時金額により支

出するもの並びに皇族であった者としての品位保持の資に充てるために、

皇族が皇室典範の定めるところによりその身分を離れる際に一時金額によ

り支出するものとする。その年額又は一時金額は､別に法律で定める定額に

基いて、これを算出する。

②前項の場合において､皇族が初めて独立の生計を営むことの認定は､皇室

経済会議の識を経ることを要する。

③年額による皇族費は、左の各号並びに第四項及び第五項の規定により算

出する額とし､第四条第一項に規定する皇族以外の各皇族に対し､毎年これ

を支出するものとする。

一独立の生計を営む親王に対しては、定額相当額の金額とする。

二前号の親王の妃に対しては、定額の二分の一に相当する額の金額とす

る。但し、その夫を失って独立の生計を営む親王妃に対しては、定額相当

額の金額とする。この場合において、独立の生計を営むことの認定は、皇

室経済会識の識を経ることを要する。

三独立の生計を営む内親王に対しては、定額の二分の一に相当する額の

金額とする。

四独立の生計を営まない親王､その妃及び内親王に対しては､定額の十分

の一に相当する額の金額とする。ただし、成年に達した者に対しては、定

額の十分の三に相当する額の金額とする。

五王、王妃及び女王に対しては、それぞれ前各号の親王、親王妃及び内親

王に準じて算出した額の十分の七に相当する額の金額とする。

④摂政たる皇族に対しては､その在任中は､定額の三倍に相当する額の金額

とする。

⑤同一人が二以上の身分を有するときは、その年額中の多額のものによる。

⑥皇族が初めて独立の生計を営む際に支出する一時金額による皇族費は、

独立の生計を営む皇族について算出する年額の二倍に相当する額の金額と

する。

⑦皇族がその身分を離れる際に支出する一時金額による皇族費は、左の各

号に掲げる額を超えない範囲内において、皇室経済会議の識を経て定める

金額とする。

●

篭
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〃

－皇室典範第十一条、第十二条及び第十四条の規定により皇族の身分を

離れる者については、独立の生計を営む皇族について算出する年額の十

倍に相当する額

二皇室典範第十三条の規定により皇族の身分を離れる者については、第

三項及び第五項の規定により算出する年額の十倍に相当する額。この場

合において、成年に達した皇族は、独立の生計を営む皇族とみなす。

⑧第四条第二項の規定は､皇族費として支出されたものに、これを準用する。

⑨第四条第三項及び第四項の規定は、第一項の定額に、これを準用する。

第八条皇室経済会議は、議員八人でこれを組織する。

②議員は､衆議院及び参議院の議長及び副議長、内閣総理大臣､財務大臣、

宮内庁の長並びに会計検査院の長をもって、これに充てる。f

○宮内庁法（昭和二十二年法律第七十号） （抄）

第一条内閣府に、内閣総理大臣の管理に属する機関として、宮内庁を置く。

二宮内庁は､皇室関係の国家事務及び政令で定める天皇の国事に関する行

為に係る事務をつかさど処、御璽国璽を保管する。
第二条宮内庁の所掌事務は、次のとおりとする。

一～三 （略）

四皇室会議及び皇室経済会議に関すること。

五・六 （略）

七皇族に関すること。

八～二十 （略）

〔

○宮内庁組織令（昭和二十七年政令第三百七十七号） （抄）

第三条 （略）

③宮務主管は、命を受けて第十一条から第十三条までに掲げる事務のう

ち皇族（内廷にある皇族を除く。以下この項において同じ｡）に係るもの

を総括し、及び皇族の侍側奉仕のことのうち特に命ぜられたものをつか

さどる。

附則

第五条 （略）

②皇嗣職宮務官は､命を受けて､皇嗣及び皇嗣妃の佳側奉仕のことを分掌
する。
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辻

○民法（明治二十九年法律第八十九号） （抄）

（贈与）

第五百四十九条贈与は、当事者の一方がある財産を無償で相手方に与える

意思を表示し、相手方が受諾をすることによって、その効力を生ずる。

（書面によらない贈与の解除）

第五百五十条害面によらない贈与は、各当事者が解除をすることができる。

ただし、履行の終わった部分については、この限りでない。

（贈与者の引渡義務等）

第五百五十一条贈与者は､贈与の目的である物又は権利を､贈与の目的とし

て特定した時の状態で引き渡し、又は移転することを約したものと推定す

る。

2負担付贈与については、贈与者は、その負担の限度において、売主と同じ

く担保の責任を負う。

●

（定期贈与）

第五百五十二条定期の給付を目的とする贈与は、贈与者又は受贈者の死亡

によって、その効力を失う。

（負担付贈与）

第五百五十三条負担付贈与については、この節に定めるもののほか､その性

質に反しない限り、双務契約に関する規定を準用する。

鰺（死因贈与）

第五百五十四条贈与者の死亡によって効力を生ずる贈与については、その

性質に反しない限り、遺贈に関する規定を準用する。
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該
一
時
金
の
受
領
と
い
う
、
個
別
的
な
事
柄
に
つ
い
て
の

意
思
の
表
明
を
踏
ま
え
て
一
時
金
の
支
出
義
務
に
つ
い
て
判
断
す
る
こ
と
は
、
憲
法
第
四
条
第
一
項
に
抵
触
す
る
も
の
で
は

当
該
皇
族
自
身
の
個
人
と
し
て
の
行
為
又
は
対
応
に
関
す
る
考
え
を
述
べ
る
も
の
に
過
ぎ
ず
、
現
行
制
度
そ
の
も
の
の
改
変

否
の
判
断
に
つ
い
て
役
割
を
果
た
す
こ
と
は
制
度
上
想
定
さ
れ
て
い
な
い
と
解
さ
れ
る
。

な を
意
図
す
る
と
い
っ
た
政
治
的
見
解
を
持
つ
、
又
は
政
治
的
な
影
響
を
持
つ
よ
う
な
発
言
と
は
み
ら
れ
な
い
。

今
般
の
眞
子
内
親
王
殿
下
（
当
時
）
に
対
し
て
一
時
金
を
支
出
し
な
い
と
す
る
判
断
は
、
国
会
の
定
め
た
法
律
に
従
っ
て

皇
族
の
身
分
を
離
れ
る
者
が
一
時
金
の
受
領
に
関
し
何
ら
か
の
意
思
を
表
明
す
る
こ
と
は
、
国
事
行
為
で
は
な
い
た
め
、

し
た
が
っ
て
、
皇
族
の
身
分
を
離
れ
る
者
が
一
時
金
を
受
け
取
ら
な
い
と
い
う
意
思
を
表
明
す
る
こ
と
や
、
政
府
が
そ
の

い
0

6

．
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三
の
１
に
つ
い
て

二
の
２
か
ら
４
ま
で
に
つ
い
て

二
の
１
に
つ
い
て

三
の
２
に
つ
い
て

適
切
に
行
わ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
別
途
国
会
へ
の
報
告
が
必
要
と
は
考
え
て
い
な
い
。

い
こ
と
か
ら
、
政
府
と
し
て
見
解
を
申
し
上
げ
る
立
場
に
は
な
い
。

を
否
定
す
る
明
文
の
規
定
及
び
最
高
裁
判
所
の
判
例
は
な
い
と
承
知
し
て
い
る
。

控
え
る
。

理
由
と
し
て
こ
れ
を
否
定
す
る
明
文
の
規
定
は
な
い
と
承
知
し
て
い
る
。

我
が
国
の
民
事
裁
判
権
は
、
我
が
国
内
に
い
る
全
て
の
人
に
及
ぶ
の
が
原
則
で
あ
り
、
皇
族
に
民
事
裁
判
権
が
及
ぶ
こ
と

皇
族
が
一
般
に
自
ら
民
事
訴
訟
及
び
行
政
訴
訟
を
提
起
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
否
か
に
つ
い
て
は
、
皇
族
で
あ
る
こ
と
を

お
尋
ね
に
つ
い
て
は
、
個
人
の
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
に
関
わ
る
事
柄
で
あ
り
、
政
府
と
し
て
見
解
を
申
し
上
げ
る
こ
と
は
差
し

お
尋
ね
の
「
誤
っ
た
情
報
が
事
実
で
あ
る
か
の
よ
う
な
印
象
を
与
え
か
ね
な
い
質
問
」
は
、
政
府
に
対
す
る
も
の
で
は
な

、

で

《
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四
に
つ
い
て

三
の
３
に
つ
い
て

答
え
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。
な
お
、
皇
族
の
身
分
を
離
れ
た
者
は
、
政
府
に
お
い
て
皇
室
関
係
の
国
家
事
務
を
つ
か
さ

シ
ハ
ー
／
◎

ど
る
宮
内
庁
が
侍
側
奉
仕
（
宮
内
庁
組
織
令
（
昭
和
二
十
七
年
政
令
第
三
百
七
十
七
号
）
第
三
条
第
三
項
の
侍
側
奉
仕
を
い

り
、
お
二
人
の
御
健
康
と
末
永
い
お
幸
せ
を
お
祈
り
い
た
し
ま
す
」
と
述
べ
て
い
る
と
お
り
で
あ
る
。

お
尋
ね
に
つ
い
て
は
、
令
和
三
年
十
月
二
十
八
日
の
記
者
会
見
に
お
い
て
、
宮
内
庁
長
官
が
「
こ
の
度
の
御
結
婚
に
当
た

お
尋
ね
に
つ
い
て
は
、
「
治
療
を
支
援
す
る
等
の
考
え
」
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
が
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
た
め
、
お

）
を
す
る
対
象
で
は
な
い
。

0

●

鐘
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質
問
第
六
号

右
の
質
問
主
意
書
を
国
会
法
第
七
十
四
条
に
よ
っ

皇
室
経
済
法
第
六
条
に
規
定
さ
れ
て
い
る
一
時
金
不
支
給
に
関
す
る
質
問
主

令
和
三
年
十
一
月
十
日

参
議
院
議
長
山
東
昭
子
殿

0

8
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て
提
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す
る
。
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皇
及
び
皇
族
に
関
す
る
国
民
的
議
論
に
資
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
、
以
下
質
問
す
る
。

び
申
し
上
げ
る
。
御
結
婚
に
際
し
執
ら
れ
た
憲
政
史
上
初
の
手
続
の
論
拠
を
政
府
答
弁
書
と
し
て
遺
し
、
後
世
に
生
じ
得
る
天

一
皇
族
費
（
皇
室
経
済
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
四
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
三
条
の
皇
族
費
を
い
う
。
以
下
同

皇
族
が
皇
室
典
範
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
そ
の
身
分
を
離
れ
る
際
に
一
時
金
額
に
よ
り
支
出
す
る
皇
族
費
を
い
う
。
以
下
１

眞
子
内
親
王
殿
下
で
あ
ら
れ
た
小
室
眞
子
さ
ん
（
以
下
「
眞
子
さ
ん
」
と
い
う
。
）
と
小
室
圭
氏
の
御
結
婚
を
心
よ
り
お
慶

○

同
じ
。
）
に
つ
い
て

じ
。
）
及
び
一
時
金
（
法
第
六
条
第
一
項
に
規
定
す
る
、
皇
族
で
あ
っ
た
者
と
し
て
の
品
位
保
持
の
資
に
充
て
る
た
め
に
、

１
通
常
、
補
助
金
の
支
給
は
、
補
助
金
等
に
係
る
予
算
の
執
行
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
年
法
律
第
百
七
十

九
号
）
に
よ
る
補
助
金
の
支
給
が
行
政
処
分
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
除
い
て
、
贈
与
契
約
（
あ
る
い
は
、
負
担
付
贈
与
契

約
）
と
さ
れ
る
と
こ
ろ
、
皇
族
費
を
支
給
す
る
行
為
は
、
贈
与
契
約
か
。
そ
れ
と
も
、
憲
法
第
四
条
第
一
項
に
か
ん
が

る
、
行
政
処
分
か。雪

み
、
皇
族
の
御
意
思
と
は
無
関
係
に
支
給
す
べ
き
こ
と
か
ら
、
政
府
の
一
方
的
意
思
表
示
の
み
に
よ
っ
て
効
力
を
発
揮
す

皇
室
経
済
法
第
六
条
に
規
定
さ
れ
て
い
る
一
時
金
不
支
給
に
関
す
る
質
問
主
意
書

０
９０
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２
皇
族
は
、
一
時
金
を
辞
退
な
さ
る
こ
と
は
で
き
る
の
か
。
．
ま
た
、
辞
退
な
さ
っ
た
場
合
、
そ
の
辞
退
は
内
閣
の
助
言
と

３
政
府
は
、
一
時
金
を
支
給
し
な
い
こ
と
が
で
き
る
か
。
で
き
る
場
合
は
、
法
令
に
よ
る
明
文
規
定
を
示
さ
れ
た
い
。
ま

●

４
皇
室
経
済
と
国
会
に
関
し
て
は
、
昭
和
二
十
一
年
十
二
月
十
二
日
の
衆
議
院
本
会
議
に
お
い
て
「
皇
室
の
財
産
に
関
係
２

５
一
時
金
を
支
給
し
な
い
こ
と
に
対
す
る
責
任
は
、
内
閣
が
負
う
の
か
。
そ
れ
と
も
、
皇
室
経
済
会
議
が
負
う
の
か
。

考
え
て
お
り
ま
す
。
」
と
答
弁
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
、
政
府
は
、
一
時
金
を
支
給
し
な
い
場
合
、
そ
の
旨
を
国
会
に
報
告

思
う
の
で
あ
り
ま
し
て
、
事
の
大
小
様
々
あ
り
ま
す
る
た
め
に
、
原
則
的
に
は
こ
れ
を
否
定
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
で

法
第
四
条
第
一
項
に
抵
触
し
な
い
か
。
政
府
の
見
解
如
何
。

あ
り
ま
す
る
が
、
報
告
を
必
要
と
し
ま
す
る
事
項
は
、
政
府
よ
り
国
会
に
対
し
て
こ
れ
を
報
告
い
た
す
こ
と
に
し
た
い
と

た
、
で
き
る
場
合
、
皇
室
経
済
会
議
（
法
第
八
条
の
皇
室
経
済
会
議
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
開
催
及
び
議
決
を
要
す

承
認
を
必
要
と
す
る
か
。
ま
た
、
辞
退
す
る
御
意
思
を
示
し
た
と
し
て
、
そ
の
御
意
思
を
政
府
が
尊
重
す
る
こ
と
は
、
憲

則

す
る
必
要
性
を
ど
う
考
え
て
い
る
の
か
。
政
府
の
見
解
如
何
。

る
の
か
。

い
た
し
ま
す
る
重
要
な
問
題
に
つ
き
ま
し
て
は
、
国
会
に
何
ら
か
の
連
係
を
と
る
こ
と
は
、
も
と
よ
り
必
要
な
る
こ
と
と

＄
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、

二
皇
族
の
訴
権
に
つ
い
て

３
前
記
一
の
２
に
関
し
、
内
閣
総
理
大
臣
が
代
わ
っ
て
行
う
場
合
で
あ
っ
て
も
、
法
定
さ
れ
た
皇
族
費
の
不
支
給
決
定
を

２
刑
法
第
二
百
三
十
二
条
は
「
告
訴
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
者
が
天
皇
、
皇
后
、
太
皇
太
后
、
皇
太
后
又
は
皇
嗣
で
あ
る

１
平
成
元
年
十
一
月
一
一
十
日
最
高
裁
第
二
小
法
廷
判
決
に
よ
る
と
、
天
皇
に
は
民
事
裁
判
権
が
及
ば
な
い
と
さ
れ
て
い
る

６
上
皇
陛
下
が
ご
退
位
な
さ
る
際
は
、
憲
法
第
一
条
に
か
ん
が
み
、
国
民
の
総
意
の
代
表
た
る
国
会
が
そ
の
役
目
を
全
う

ず
、
国
民
の
総
意
の
代
表
た
る
国
会
は
無
視
さ
れ
た
ま
ま
で
あ
っ
た
。
こ
の
国
会
軽
視
に
つ
い
て
、
憲
法
第
一
条
の
観
点

と
き
は
内
閣
総
理
大
臣
が
：
．
代
わ
っ
て
告
訴
を
行
う
。
」
と
あ
る
が
、
皇
族
が
民
事
訴
訟
及
び
行
政
訴
訟
を
提
起
す

と
こ
ろ
、
皇
族
に
は
民
事
裁
判
権
が
及
ぶ
の
か
。

●

も

今
般
の
眞
子
さ
ん
に
対
す
る
一
時
金
を
不
支
給
と
す
る
決
定
に
関
し
て
は
、
国
会
が
意
見
を
言
う
機
会
が
何
ら
与
え
ら
れ

す
べ
く
、
広
く
議
論
を
行
っ
た
う
え
で
、
各
党
・
各
会
派
の
共
通
認
識
と
し
て
「
「
天
皇
の
退
位
等
に
つ
い
て
の
立
法
府

る
場
合
は
、
内
閣
総
理
大
臣
が
代
わ
っ
て
行
う
の
か
。
政
府
の
見
解
如
何
。

か
ら
、
政
府
の
見
解
如
何
。

の
対
応
」
に
関
す
る
衆
参
正
副
議
長
に
よ
る
議
論
の
と
り
ま
と
め
」
を
内
閣
に
送
付
し
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、

1
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三
令
和
三
年
十
月
二
十
六
日
に
行
わ
れ
た
眞
子
さ
ん
と
小
室
圭
氏
の
御
結
婚
に
関
す
る
記
者
会
見
に
つ
い
て

四
眞
子
さ
ん
と
小
室
圭
氏
の
御
結
婚
に
対
し
や
政
府
の
見
解
如
何
。

２
眞
子
さ
ん
が
複
雑
性
心
的
外
傷
後
ス
ト
レ
ス
障
害
を
患
っ
た
こ
と
に
対
し
、
政
府
の
見
解
如
何
。

３
政
府
と
し
て
、
眞
子
さ
ん
の
複
雑
性
心
的
外
傷
後
ス
ト
レ
ス
障
害
の
治
療
を
支
援
す
る
等
の
考
え
は
あ
る
の
か
。

４
前
記
二
の
３
に
お
い
て
内
閣
以
外
に
誰
も
な
い
場
合
、
時
の
政
府
は
、
法
改
正
に
よ
る
こ
と
な
く
、
皇
族
費
を
ま
っ
た

く
支
給
せ
ず
、
し
か
も
、
皇
族
は
そ
れ
に
対
す
る
不
服
を
訴
え
る
手
段
が
存
在
し
な
い
こ
と
に
な
る
が
、
政
府
の
見
解
如

１
「
誤
っ
た
情
報
が
事
実
で
あ
る
か
の
よ
う
な
印
象
を
与
え
か
ね
な
い
質
問
」
が
さ
れ
た
こ
と
に
対
し
、
政
府
の
見
解
如

右
質
問
す
る
。

何
。何

0

行
っ
た
当
事
者
た
る
内
閣
総
理
大
臣
自
身
が
、
皇
族
に
代
わ
っ
て
皇
族
費
の
不
支
給
決
定
に
対
す
る
抗
告
訴
訟
を
行
う
こ

と
が
適
切
で
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
皇
族
に
代
わ
っ
て
皇
族
費
の
不
支
給
決
定
に
対
す
る
抗
告
訴
訟
を
行
う
こ
と

が
で
き
る
者
は
、
誰
か
。
政
府
の
見
解
如
何
。
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